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1 学校の理念、教育目標  

 

教 育 理 念 教 育 目 標 

 

「社会への還元」―-これが本学院の教育理念である。1946 年(昭和 21 年) 

の創立以来、“ファッションで社会に貢献する”ことを目標としてきた。 

当校でファッションを学ぶ学生には最良の環境で、最良の教育を提供する

ことを通して、学生一人ひとりがファッション業界で活躍するという強い

使命感を持ち、企業で通用する一流の知識・技術・技能を身に付けてもら

う。 

この教育理念の下、当校の教育特徴である『モードの世界標準を Plan Do』  

に沿って、プラン(企画発想力、デザイン力)する能力とドゥ(実践力、技術

力)を両立できる人材の育成に取り組み、企業が求める多様な専門的人材を

輩出する。 

 

 

教育方針として「モードの世界標準を Plan Do」を掲げ、デザイン発想力と

それをかたちとして表現する実践力の両立に努めている。この一環として、

世界の一流校との交流を積極的に推進し、イタリア・フィレンツェにある

ポリモーダ校と交換留学生制度を含めた包括的提携契約を結び、教員、学

生の海外留学に取り組んできた。交換留学に加え、2019 年にポリモーダ校

ファッションデザイン学科 3 年、4 年に正規学生として編入できる契約を締

結。海外留学支援制度も整備済み。 

教育目標を達成するため重視しているのは、海外戦略、およびインターン

シップの強化。海外戦略は次の 4 つの方針で進める。 

① ポリモーダ校を中心とした海外校との取り組み深耕 

② 海外への留学生派遣の積極的な支援 

③ 海外ファッションコンテストへの挑戦 

④ 教員の海外校への留学 

 一方、企業と連携したインターンシップ研修については、20 数年前から他

校に先駆けて約 1 カ月の販売実習(インターンシップ)を実施するとともに、

専門店チェーン大手の協力指導を得て、学外に店舗を設置し、学生主導で

店舗運営する実践型プログラムを開発・整備。その全国的普及にも取り組

んできた。クリエイター系でも、産学連携事業に取り組むことで実務体験

できる機会を確保。こうした活動の蓄積により学生の専門知識・技術に加

え、応用力の底上げを図り、クリエイティブなデザイン発想力を強化して

いくことで他校にない特徴づけを具現化してきた。 

 

最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  
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2 本年度の重点目標と達成計画 

令和元年度重点目標 達成計画・取組方法 

 

学院目標：「一流のファッション専門学校～優秀な人材の輩出」 

ビジョン：「ファッション分野で教育内容 No.1  学生数西日本 No.1」 

を掲げ、2018 年を初年度とする「新 3 カ年計画」を推進。3 カ年計画    

の重点目標は以下のとおりである。 

(教育) 

・ 学院の教育特徴である「モードの世界標準を Plan Do」教育の質的向

上に取り組み、業界の求人ニーズに対応した多彩な人材を数多く育成

する。 

・ 企業との連携によるコラボレーション事業の推進、および教員研修を

継続的、組織的に実施する。 

・ ファッションクリエイター学科、ブランドマネージメント学科を中心

に将来の職種選択に対応した多様な専攻コースを設置。各コースのカ

リキュラムの充実を図る。 

(学生募集) 

・ 募集活動では出口戦略の強化を図る。つまり高い就職率を維持し『就

職に強い学校』の認知を浸透させ、「高い就職率」⇒「入学者の増加」

⇒「質の高い教育の徹底」という好循環をつくり上げる。特に外部デ

ザインコンテストでの受賞実績をテコに、「Plan Do」教育の成果を強

調し、他校との差別化を推進する。 

・ 令和 2 年度の入学目標を 335 人とする。 

 

(就職) 

・ 就職率は平均 90%以上を堅持し、企画職では東西の大手アパレルを中

心に就職者を増やす。販売職では販売のスペシャリストにつながる就

職、また企業の中枢を担う総合職として、あるいはプロデューサーと

して就職できるように指導を強化する。スタイリストではインターン

シップを充実し、プロスタイリストに結びつく就職指導に取り組む。 

 

 

・職業実践専門課程の実施に伴い、教育の質担保が厳しく問われる。業界ニー

ズを踏まえたカリキュラム編成、学院独自の「Plan Do 教育」の推進、産

学連携事業等の積極的な取り組みを通して就職者数 154 人、就職率 99.4%を

確保した。 

・クリエイター系ではオートクチュール、クリエイティブデザイナー等の専攻

コースの細分化を図った。ブランドマネージメント学科では 1 年次から「シ

ョップ開発コース」「プロデューサーコース」編成とし、コース特性の明確

化、到達目標、授業内容、連携企業の検討などに努める。 

・教員の指導力向上のため、企業連携による教員研修、教員による研究論文の

作成、発表等も取り組んだ。 

 

・2019 年 5 月 1 日の在籍者数は 682 人(前年同期 607 人)。2019 年度の募集活

動は昨年に引き続き好調に推移。出願者数は 369 人(うち辞退 11 人)、対前年

比 17 人増となり、2020 年 5 月の在籍者数 728 人。 

 

・退学者対策としては、特に新入生に対し、人間関係や学習への取り組み方等

きめ細かな指導・支援を行なった。しかしながら在籍者増に起因する部分も

あり 2019 年度の退学者(除籍者含む)は 116 名、退学率 17％で昨年より 3.6％

増の結果となった。 

・2019 年度の就職者数は 154 人(就職率 99%)、就職希望者率は 81%で前年よ

り 5％減少。 

 

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  
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基準１ 教育理念・目的・育成人材像 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

・本学院の教育特徴である「モードの世界を Plan 

Do」に沿って、プラン(企画発想力、デザイン力)と

ドゥ(技術力、実践力)を兼ね備えた人材を育成して

きた。この結果、クリエイター系ではデザイナー職

として就職する割合が 70%に達する一方、ビジネス

系ではここ数年、ブランドマネージメント学科を中

心に総合職で就職する学生も目立つ。 

また外資系のアパレルへの就職者も目立った。 

・スタイリスト系では東京での就職を希望する学生

が年々増えつつある。2019 年度はスタイリストア

シスタントで就職した学生が 27 人、うち東京は 19

人を占め、東京で就職し活躍する意識が定着した。 

 

・学生のめざす職種と企業が求める人材ニーズのミ

スマッチを防ぐため、企業との連携によるインター

ンシップ研修が必須と判断。現在、すべての学科で

インターンシップ研修、あるいは企業とのコラボレ

ーションを実施。企業とのパイプづくり、新規提携

企業の開拓に注力する。 

 

 

・教育の質を担保するため、企業と連携した教員研

修を実施しているが、趣旨を理解し、協力してくれ

る研修先の開拓に加え、研修分野の幅を広げていく

ことが急務である。 

 

 

 

・「Plan Do」教育の更なる徹底を通してクリエイタ

ー系、ビジネス系、スタイリスト系において、学

科・コース特徴を発揮することで他校との優位性

を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・企業との連携、情報共有化を進める中でインター

ンシップ、企業コラボの質的拡充に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

・教員研修を通して、全学科について企業現場での

技術革新の取り組みを把握し、授業等に反映させ

る。 

 

 

 

・「社会への還元」の経営理念の下、学生にフ

ァッションを学ぶ学生に最良の環境で最良

の教育を提供。 

 

 

 

 

・インターンシップ研修を重点に実践型教育カ

リキュラム開発に継続して取り組む。 

 

 

 

 

 

・イタリア、アメリカなど世界のファッション

有力校との提携、研修の実施。これと並行し

て、ロシア、スペイン、中国、韓国、香港、

シンガポール、インドネシア等の大学、服飾

専門学校との連携を図る。 

 

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  
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1-1 （1/3） 

1-1 理念・目的・育成人材像 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

1-1-1  理 念 ・ 目

的・育成人材像

は、定められてい

るか 

□理念に沿った目的・育成人

材像になっているか 

□理念等は文書化するなど

明確に定めているか 

□理念等において専門分野

の特性は明確になっている

か 

□理念等に応じた課程（学

科）を設置しているか 

□理念等を実現するための

具体的な目標・計画・方法を

定めているか 

□理念等を学生・保護者、関

連業界等に周知しているか 

□理念等の浸透度を確認し

ているか 

□理念等を社会等の要請に

的確に対応させるため、適

宜、見直しを行っているか 

 

 

4 ・本学院は創立以来、「社

会への還元」を教育理念

にファッション業界か

ら期待される人材を輩

出してきた。保有する経

営資源を設備機器の拡

充、環境整備、並びに教

員養成に取り組み、最良

の環境で、最良の教育を

提供している。 

・育成すべき人材像は、

本学院の教育特徴であ

る「モードの世界標準を

Plan Do」教育に沿って、

Plan(企画発想力、デザ

イン力)と Do(実践力、技

術力)を両立できる人材

である。在学中に自己ブ

ランドを立上げ、業界デ

ビューを目指す。 

・「Plan Do」できる人材

育成を進めていくには、

一定規模の学生数を確

保しつつ、設備、教育内

容、教員の質を充実、向

上させる必要がある。他

校の追随を許さない教

育の質を追求し、差別化

を図る。 

・イタリアのポリモーダ 

校との提携関係を堅持

しながら、ロシア、スペ

イン、中国、韓国、イン

ドネシア、シンガポール

等の学校やファッショ

ン機関と連携し、アジア

においてファッション

教育の情報発信を果た

す。 

・学科、コース特徴をよ

り明確化し、教育内容の

高さを訴え、安定した在

学者数を確保する。 

・企業との連携を強化

し、発想力が豊かで実践

力を伴った、企業の採用

ニーズに合致した人材

の輩出。 

・世界各国のファッショ

ン機関と連携し、コンテ

ストやプロジェクトに

積極的参加する。 

・学則 

・学院案内パンフレ

ット 

・学院ホームページ 

1-1-2 育成人材像

は専門分野に関

連する業界等の

人材ニーズに適

合しているか 

□課程（学科）毎に関連業界

等が求める知識・技術・技

能・人間性等人材要件を明確

にしているか 

□教育課程、授業計画（シラ

バス）等の策定において関連

業界等からの協力を得てい

るか 

4 ・「社会への還元」を理

念に学院の全体目標と

学科別の目標を定め、自

ら考え、行動できる人材

を育成。また産業界との

連携の中で教育カリキ

ュラム、授業計画の見直

しを進めている。 

・「Plan Do 教育」の定

着、その進化を通して多

彩な人材を育成するこ

とで企業評価を高める。 

・インターンシップ研修

を通して企業との太い

パイプをつくり上げる。 

・研修先の開拓、拡大。 

・理事長、校長が中心と

なり、企業から定期的な

ヒアリングを実施。 

・学生がめざす職種ニー

ズ、企業の採用ニーズに

対応したコースの特徴

を明確化する。 
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1-1 （2/3） 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

1-1-2 続き □専任・兼任（非常勤）にか

かわらず教員採用において

関連業界等からの協力を得

ているか 

□学内外にかかわらず、実習

の実施にあたって、関連業界

等からの協力を得ているか 

□教材等の開発において、関

連業界等からの協力を得て

いるか 

 ・教員採用に関しては業

界経験がある実務家教

員を必須条件にしてい

る。  

・業界団体との連携を強

化し、企業と産学連携

事業を実施。講師等の

派遣や教員研修制度

を定着させている。 

・複数企業と連携して長

期的、かつ継続的な冠

講座の設置と運営。 

・企業と連携して継続的

な教員研修制度の整

備。 

 

・企業との連携による冠

講座を開設し、即戦力と

なる販売員の育成、さら

に店舗運営に精通した

中堅管理職の育成を図

る。 

・デザイン、パターン、

縫製分野で教員研修計

画を企業に提案し、協力

体制を深める。 

・教員による海外校にお

ける授業を実施し国際

感覚を身につける。 

 

1-1-3 理念等の達

成に向け特色あ

る教育活動に取

組んでいるか 

□理念等の達成に向け特色

ある教育活動に取組んでい

るか 

□特色ある職業実践教育に

取組んでいるか 

4 ・提携関係にある伊ポリ

モーダとの間で交換

留学生、および伊短期

留学制度、およびニュ

ーヨーク FIT 研修の

実施。韓国でのバイイ

ング研修を継続実施。 

・海外でのファッション

デザインコンテスト

に挑戦。 

・授業の一環として就職

につながるインター

ンシップの取り組み。 

・海外戦略の強化。具体

的には①ポリモーダ

を中心に海外校との

取り組み深耕②海外

への留学生派遣の支

援③海外でのファッ

ションコンテストへ

の積極出展が柱。 

・多彩な企業コラボレー

ションの継続展開。 

・産地を含むインターン

シップ受入れ先の開

拓 

・ポリモーダ校との交換

留学生制度に加え、正規

にポリモーダのファッ

ションデザイン学科 3

年、または 4 年(あるいは

マスターコース=1 年間) 

に編入できる契約を締

結。正規学生として卒業

後、大手メゾン等でイン

ターンシップに参加で

きるのが利点。 

・海外への留学生を対象

に特別奨学金制度、事前

の語学研修制度を整備。 

 

 

 

 



                                    

７ 

1-1 （3-3） 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

1-1-4 社会のニー

ズ等を踏まえた

将来構想を抱い

ているか 

□中期的（3～5 年程度）視

点で、学校の将来構想を定め

ているか 

□学校の将来構想を教職員

に周知しているか 

□学校の将来構想を学生・保

護者・関連業界等に周知して

いるか 

4 ・2015 年度に策定した

『2015－17 年度 3 カ年

計画』が完了し、新たな

中期計画として、『2018

－2020 年度 3 カ年計画』

スタート。①ファッショ

ン分野で教育内容 No1 

学生数 西日本 No1 ②

コアコンピタンス“高水

準の教育＂の発展 ③

高い就職率を維持しつ

つ、高水準の人材を輩出 

――をビジョンに、教職

員に周知徹底を図った。 

 

 

・『2018－2020 年度 3 カ

年計画』は、入学者数、

在籍者数、就職(就職先、

就職率、実数)、および退

学者の低減等の目標数

値を定めている。今後、

設備投資、財務、カリキ

ュラム開発、学生指導等

の項目についての検討

が必要。 

・学校の将来構想をホー

ムページ等で公表する

か検討する。 

 

 

・デザイナー、パタンナ

ー職を中心に新規就職

先を開拓。特に首都圏で

の就職先開拓のため、求

人パンフレットを作成、

配布。 

 

 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

８ 

 

基準２ 学校運営 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

・創立以来の理念である『社会への還元』の具現化

のため、学校の目的、方針を明確に打ち出し、そ

の実現に向けて組織体制を整備して運営方針、事

業計画を策定している。 

 

・理事会で決定・承認された運営方針に基づいて、

毎月開催される学院会議で具体策を検討し、その

進捗状況を管理する等、運営組織および意思決定

機能は極めて明確かつ効率的なものになってい

る。 

 令和元年度より新たに中長期計画を立案。㈱リク

ルートをパートナーとして中長期戦略会議を発

足。 

・求職率(就職希望者÷在籍者)は昨年度は向上した

が、今年度は 81%で前年より 5％減少。キャリア

センター、教務との共同による指導を続ける。 

 

・在籍者数の維持を図るため、継続して退学者の減

少に取り組む。2019 年度の退学者は在校生の増

加に伴い昨年度より 31 名増の 116 名、退学率も

17％で昨年より 3.6％増の結果となった。年度後

半より新たに退学者分析に着手。個別分析による

退学防止指導を導入する。 

 

 

 

 

 

・2018 年度(平成 30 年度)を初年度する「新 3

カ年計画」では、 

‣ファッション分野において、教育内容で西

日本 No.1、学生数で No.1 を目指し、在籍者

数 700 人前後で安定推移。 

‣高水準の教育を維持発展させる 

‣高水準の就職率を維持しつつ、多様な人材

を輩出する 

 

・ファッションビジネス学科においてディスプ

レイコースとプレスコースを見直し、新たに

「プレス＆インフルエンサーコース」として

2018 年度よりスタートさせた。 

 

・就職では、大手企業を中心に総合職、企画職

として就職させることに主眼を置く。求職者

率 90%以上を維持するため、担任とキャリア

センターが連携して個別面談を進める。 

 

 

・専門職大学については、設置基準で求められ

る土地、建物の面積或いは教職員の数、資格等

を考慮し 2019 年度の申請は行わない事とした

が今後も準備は怠らない。 

 

・教育の質を担保するため、 

① 企業と連携したインターンシップ研修制度の拡充、

および評価システムの改善。 

② 企業、海外校との連携事業を積極展開する。 

③ 企業との連携による教員研修の組織的かつ継続的な 

実施。 

④ ファッションビジネス学会等で教員の研究発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

・経済的理由による退学者を減らすため、学院独自の奨

学生制度と同窓会による給付型奨学金制度を導入済み

である。対象奨学生は年間延べ 11 名。 

 

 

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

９ 

 

2-2 （1/1） 

2-2 運営方針 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-2-1 理念等に沿

った運営方針を

定めているか 

□運営方針を文書化するな

ど明確に定めているか 

□運営方針は理念等、目標、

事業計画を踏まえ定めてい

るか 

□運営方針を教職員等に周

知しているか 

□運営方針の組織内の浸透

度を確認しているか 

4 ・理事会で決定、承認さ

れた経営方針の下、毎月

開催する学院会議で検

討し、承認される。ここ

での決定事項は各学科

長より教職員に知らせ、

実施に移し、情報の共有

を図る。 

・学院運営に関しては、

トップダウン、ボトムア

ップのいずれにも偏ら

ず、教務、入試広報、事

務局等の意見と財務内

容を基にしたトップの

判断を加味して検討。最

終判断はトップが下す。 

 

 

・これからの学院運営で

は、職業実践専門課程認

定に伴って学校運営の

改善を図る。このため組

織体制の整備、教員研修

の強化による教育の質

確保が急務と考える。 

・学則 

・学院会議議事録 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

１０ 

2-3 （1/1） 

2-3 事業計画 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-3-1 理念等を達

成するための事

業計画を定めて

いるか 

□中期計画（3～5 年程度）

を定めているか 

□単年度の事業計画を定め

ているか 

□事業計画に予算、事業目標

等を明示しているか 

□事業計画の執行体制、業務

分担等を明確にしているか 

□事業計画の執行・進捗管理

状況及び見直しの時期・内容

を明確にしているか 

4 ・3 カ年中期計画を定め

ている。その中期計画に

沿って単年度ごとの事

業計画を立案、実施に移

す。年度別事業計画では

学科ごとに入学者数、就

職者数、就職率、重点就

職先・職種、および退学

率の低減等について目

標値を定め、進捗状況を

管理している。 

・事業目標の執行・進捗

状況を 11～12 月に見直

し、次年度の目標値等を

見直しする。 

・3 カ年計画の中で執行

体制、業務分担について

見直し。権限と責任を明

確にする。 

・中期計画を具現化する

ため、3～5 年後を見据え

た組織のあり方につい

て検討を始める。 

・2019 年度より新たに 

中長期計画を立案。 

㈱リクルートをパート 

ナーとして中長期戦略 

会議を発足。 

 

 

 

 

・3 カ年計画の進捗管理

を徹底する。年度ごとの

レビューを通して、ロー

リング方式で目標数値

の修正を図る。 

新たな中長期計画を

2020 年度中に策定し、

次の方向性を決定する。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

１１ 

2-4 （1/2） 

2-4 運営組織 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-4-1 設置法人は

組織運営を適切に

行っているか 

□理事会、評議員会は、寄附

行為に基づき適切に開催し

ているか 

□理事会等は必要な審議を
行い、適切に議事録を作成し
ているか 

□寄附行為は、必要に応じて

適正な手続きを経て改正し

ているか 

4 ・学園法人の理事会、評

議員会は寄附行為に基

づき適正に運営してい

る。審議事項、議事録等

を作成し、問題はない。

寄附行為変更手続きも

法令に従っている。 

・特になし。 ・特になし  

2-4-2 学校運営の

ための組織を整備

しているか 

□学校運営に必要な事務及

び教学組織を整備している

か 

□現状の組織を体系化した

組織規程、組織図等を整備し

ているか 

□各部署の役割分担、組織目
標等を規程等で明確にして
いるか 

□会議、委員会等の決定権

限、委員構成等を規程等で明

確にしているか 

□会議、委員会等の議事録

（記録）は、開催毎に作成し

ているか 

□組織運営のための規則・規

程等を整備しているか 

□規則・規程等は、必要に応
じて適正な手続きを経て改
正しているか 

4 ・職員会議は定期的に開

催し、連絡事項、決議

事項等を議事録として

残している。 

・理事会、学院会議での

決議事項は職員会議お

よび学科長会議で周

知。 

・教務はクリエイター系、

ビジネス系、スタイリ

スト系に分かれ、学科

に学科長、あるいは学

科主任を置き、業務遂

行に当たる。 

・事務局体制は事務局、

キャリアセンター、入

試広報課（募集等）が

それぞれ統括する。 

・会長、理事長で構成す

る「理事長室」に経営

企画室を設置。 

・2019 年度に組織変更を

実施。その骨子は、 

○学科特性を発揮し、迅

速な意思決定を狙いに、

学科長に権限移譲を図っ

た。具体的には、SD 学科、

FC 学科、BM 学科、FB

学科、ST 学科、STM 学

科の 6 学科とし、学科長

(代理)、学科主任が統括す

る。職制の役割、権限を

明確にしている。 

○「理事長室」を設置し、

ここに経営企画室を置

く。会長、理事長、経営

企画室長で構成する。 

○経営企画室にあった入

学広報課を改称した。 

○学内の ICT 化進捗のた

め経営企画室に直結する

部署を新設。 

・2020 年度の組織編成を 

8 月中にまとめる。 

 

・会長、理事長、経営 

企画室長で構成する「 

理事長室」を設置。学校 

法人の中長期を論議。 

 

 



                                    

１２ 

 

2-4 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-4-2 続き □学校の組織運営に携わる

事務職員の意欲及び資質の

向上への取組みを行ってい

るか 

 ・業務知識の習得や制度

改正に対応するため情

報収集に努め、外部研修

に参加。 

   

 

 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

１３ 

2-5 （1/1） 

2-5 人事・給与制度 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-5-1 人事・給与

に関する制度を

整備しているか 

□採用基準・採用手続きにつ

いて規程等で明確化し、適切

に運用しているか 

□適切な採用広報を行い、必
要な人材を確保しているか 

□給与支給等に関する基

準・規程を整備し、適切に運

用しているか 

□昇任・昇給の基準を規程等
で明確化し、適切に運用して
いるか 

□人事考課制度を規程等で

明確化し、適切に運用して

いるか 

4 ・実務経験や実績を重視

して教職員を採用し

ている。 

・就業規則、給与規程、

出張規程、育児・介護

休業規程等を整備し、

それに従って適切に

運用している。 

・昇格・昇給は年 2 回実

施する考課による。考

課項目は「執務態度」

「発揮能力」「実績」。

上司による一次、二次

評価を基に考課者会

議で評価内容を検討

し、公平性を担保して

いる。 

 

・教員の採用に当って、 

年齢構成、分野別バラ

ンスに配慮する必要

がある。 

・考課では各自が立てた

目標に対する実績(成

果)を重視している。た

だ目標設定に際し、ど

れだけ新しい試みを

したか、も考慮する。 

 

 

・働き方改革に対応した 

 労務管理の見直し。 

 

 

 

 

・教職員の高齢化に対応

して中長期的に要員

構造を検討する。 

・考課項目の細目につい

て見直し。 

・管理職を対象とした考

課者研修の実施。 

・勤務時間を改定し、夏

季休暇期間中の自宅

待機制度を廃止。その

間に振替休日、有休休

暇を消化する。さらに

管理職手当、勤務調整

手当、および営業手当

の新設など諸手当・休

暇の変更に伴う就業

規則の改定、育児・介

護休業規程の改定に

ついて、労使協定を結

んだ。 

 

・学則 

・就業規則 

・給与明細 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

１４ 

2-6 （1/1） 

2-6 意思決定システム 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-6-1 意思決定シ

ステムを整備し

ているか 

□教務・財務等の業務処理に

おいて、意思決定システムを

整備しているか 

□意思決定システムにおい

て、意思決定の権限等を明確

にしているか 

□意思決定システムは、規

則・規程等で明確にしている

か 

4 ・学校法人の意思決定機

関は「理事会」。教務、

事務局(総務・経理)、経

営企画(募集・広報等)に

関する平常の運営、進捗

状況は月 1回開催される

「学院会議」が統括して

いる。 

・教務、事務、経営企画

全般にわたって具体的

な戦略を諮問する組織

として「経営企画会議」

がある。学科長、経営企

画室長が主要メンバー

となって決定事項を校

長、理事長に諮問し、承

認を得て実施に移す。 

・教務と事務局、入試広

報課、キャリアセンタ

ーとの情報共有をよ

り密にし、報・連・相

を徹底する。 

・管理職育成の観点から

次世代の登用や権限

委譲を順次進める。 

 

・経営企画会議に代わっ

て学科長会議を必要

に応じて招集。 

教務関連の主要事項

については、ここで論

議し、学院会議に上申

する。 

  

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

１５ 

2-7 （1/1） 

2-7 情報システム 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-7-1 情報システ

ム化に取組み、業

務の効率化を図

っているか 

□学生に関する情報管理シ

ステム、業務処理に関する

システムを構築しているか 

□情報システムを活用し、

タイムリーな情報提供、意

思決定が行われているか 

□学生指導において、適切
に学生情報管理システムを
活用しているか 
□データの更新等を適切に
行い、最新の情報を蓄積し
ているか 
□システムのメンテナンス
及びセキュリティー管理を
適切に行っているか 

4 ・平成 25年度から成績、

出席等の業務システ

ムを一元化し、運用

している。 

 

・新入生を対象に SNS

に活用に当たって、

注意事項等に関する

講義を行った。 

・Wi-Fi の更新、G-suite 

for education への移

行を実施。 

・トータルコスト低減

と業務の継続性向上

のため、クラウド化

（サーバーの学外設

置）を完了済み。シ

ステムのメンテナン

ス、およびセキュリ

ティーの整備管理を

徹底し、情報の漏え

い等を防止する。 

 ・G-suite の導入によ

りスケジュール管理

や伝達事項が明確

化。次はリモート授

業へのより一層の活

用を検討。 

 

・システムの定期的メ

ンテナンスの実施、

セキュリティー管理

のさらなる徹底。 

 

・教職員、学生とも SNS

等の使用のあり方に

ついて検討要。 

 

 

・情報機器運用規程 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

１６ 

基準３ 教育活動 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

・現在の学科構成は以下の 6 学科。 

デザイナー、パタンナー、縫製等の職種を目指す 

① スーパーデザイナー学科(４年制) 

② ファッションクリエイター学科(3 年制) 

ショップ販売員、バイヤー・MD 等の職種を目指す 

① ブランドマネージメント学科(3 年制) 

② ファッションビジネス学科(2 年制) 

スタイリストの育成を目指す 

① スタイリストマスター学科(2 年制) 

② スタイリスト学科(2 年制) 

 

・いずれも１年次で基礎知識、基礎技術を習得し、 

2 年次以降、コースを選択し、企業との連携によ

るインターンシップ研修等を通して実践型授業

を展開。企業連携の中で業界の人材ニーズを把握

し、修業年限に対応した習得到達目標を明確にし

たカリキュラム編成をしている。 

 

・カリキュラム編成は、業界動向、企業が求める人

材ニーズ、学生授業アンケート分析や職業実践専

門課程・教育課程編成委員からの意見聴取。これ

らを参考に見直しを進めている。学科特徴を明確

にすることで他校との差別化を実現。 

 

 

 

 

 

・職業実践専門課程の「学校関係者評価委員会」「教

育課程編成委員会」等での問題提起や意見聴取を

通して、継続してカリキュラム編成、科目構成、

授業内容や進め方等について改善を図る。 

 

・企業が求める人材像を把握し、学科・コースごと

に到達目標の見直しに取り組む。 

 

・最新の設備機器(3D プリンター/3D-CAD 等)を導

入し授業に生かす。 

 

・ビジネス系学科では、コースの統廃合に取り組み、

業界の採用ニーズに対応し、2018 年からコース

の再編実施済み。 

 

・すべての学科でカリキュラムの妥当性を検証す

る。 

 

 

 

 

・教員の質向上を狙いに、教員研究活動の推奨、そ

のための支援を行う。 

 

・平成 24、25 年度に職業実践専門課程の認定を申

請し、全学科について認定。またファッションビ

ジネス学科コーディネイトコースをスタイリス

ト学科に昇格し、スタイリストマスター学科の新

設等を行ったが、いずれも職業実践専門課程に認

定された。 

 

・引き続き、全学科において企業と連携したインタ

ーンシップ研修を実施。企業理解、職種理解を深

めるとともに、学生 1 人 1 人が自主的、主体的に 

 学修に取り組み、業界のプロとして活躍できる知

識・技術・技量を身につける。 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者 
 

 



                                    

１７ 

3-8 （1/6） 

3-8 目標の設定 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

3-8-1 理念等に沿

った教育課程の

編成方針、実施方

針を定めている

か 

□教育課程の編成方針、実施

方針を文書化するなど明確

に定めているか 

□職業教育に関する方針を

定めているか 

4 ・理念、教育方針等は学

院案内パンフレット

に明記し、ＨＰで公開

している。 

・時間割は学生全員配

布。 

・学院生活での遵守、注

意事項等は「学院生活

ハンドブック」にまと

め、学生に配布。 

 

(SD 学科) 

学生の域を超えた活

動で卒業後、独立起業

し、ブランドデビュー

できる力を習得。 

(C 学科) 

アパレル企業への就

職を目指し、コースご

と専門知識、技術を習

得。 

(BM 学科) 

販売職のみならず、総

合職を目指す人材育

成。企業で中核となる

人材、市場起点でブラ

ンド企画できる人材

を養成。 

 

・職業教育の実効を引き

出すため、学科の特性

に応じて、多くの企業

と連携事業を進めて

いる。 

・企業とは「職業教育協

定書」等を交わし、連

携事業の意義、目的を

明示。企業から連携事

業に参加した学生の

評価もしてもらう。 

・有力企業を中心に引き

続き、太いパイプづく

り。 

 

・社会人の学び直しに対

応した教育プログラ

ムの開発等の制度設

計に取り組む。 

・学則 

・学科、コース別 

シラバス 

・学院案内パンフレ

ット 

・学院ホームページ 

・学院生活ガイド 

ブック 



                                    

１８ 

3-8 （2/6） 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

3-8-1 続き   (B 学科) 

FA、店長、バイヤー 

等アパレル小売業界で

活躍できる多様な人材

を育成。 

 

(ST、STM 学科) 

・ファッションビジネス

における専門知識と

スタイリストに必要

なコミュニケーショ

ン能力を身につけ、ト

ータルにスタイリン

グを強化、提案できる

能力を養う。 

 

 

 

 

 

 

・海外研修プログラムの

導入を検討。 

・服以外の分野(ブライダ

ル、インテリア、フー

ド、フラワー等)につい

ても造詣を広げる。 

 

 

 

 

 

・異業種からの特別講師

による講義。 

 

 



                                    

１９ 

3-8 （3/6） 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

3-8-2 学科毎に修

業年限に応じた

教育到達レベル

を明確にしてい

るか 

□学科毎に目標とする教育

到達レベルを明示している

か 

□教育到達レベルは、理念等

に適合しているか 

□資格・免許の取得を目指す

学科において、取得の意義及

び取得指導・支援体制を明確

にしているか 

□資格・免許取得を教育到達

レベルとしている学科では、

取得指導・支援体制を整備し

ているか 

4 ・「ファッションの世界

水準を Plan Do」に沿

って、学科ごとに育成

人材像を明確化する

一方、1 年次では基礎

知識、基礎技術を身に

付けることに主眼を

置く。2 年次以降から

業界ニーズと将来の

職種に対応した専門

知識、技術を修得でき

るカリキュラム編成

を組み立て、年次ごと

の到達目標を明示。 

・資格取得や検定合格の

ため、平常授業に加

え、特別講義を実施し

ている。 

 

・課題未提出の学生が増

加している。完成度の

高い提出物を出させ

るための段取りと集

中力を高める工夫が

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

・学科別に教育到達レベ

ルについて論議し、再

確認作業に取り組む。 

 アウトプットからア

ウトカムズの考え方

を重視。 

 

・シラバス項目は全学科

共通の項目に統一。到

達目標(学修成果)、成

績評価の方法、基準を

明記し 

ホームページで公表

している。これと関連

して「シラバス作成ガ

イドライン」を策定。 

 

 

 

 

 

・学科、コース別 

 シラバス 

・学院案内パンフレ

ット 

 



                                    

２０ 

3-8 （4/6） 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

3-8-2 続き   (SD 学科) 

・学年ごとに制作目標数

を明確にしている。具

体的には、 

1 年 3 スタイリング 

2 年 7 スタイリング 

3 年 5 スタイリング 

4 年 5～7 スタイリング 

年次ごとに目標制作数

をクリアすることで、

発想力と技術力を身に

付ける。 

資格取得を希望する学

生には個別に対応し対

策を行っている。 

 

(C 学科) 

・1 年次は基礎となるデザ

イン、パターン、縫製

を平均的に学び、2 年次

にて各コースを選択

し、より職種に特化し

た授業内容を履修す

る。 

・資格修得の為に検定対

策授業を設けて、集中

的に対策講義を実施し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（C 学科） 

・2 年次より、コース選択

制を採用しているが 

 コース選択に迷う学生

が目立つ・ 

・コース間の学生数にば

らつきがある。 

 

・コース特性をより明確

化。強化ポイントをよ

り鮮明にすることで、2

クラス体制へ。 

  



                                    

２１ 

3-8 （5/6） 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

3-8-2 続き   (BM 学科) 

・アパレルの商品企画か

ら販売、店舗オペレー

ション、プレゼンテー

ションまで幅広く学ぶ

ため、 

1 年次に総合的な基礎

と技術、2 年次に応用と

企画力の強化、3 年次に

は実践力と総合力を強

化する。 

 

(B 学科) 

・1 年次には流通の基礎知

識と販売接客技術、2 年

次にはその応用と実践

を通し、将来目指す職

種に向け専門性を高め

る。 

・ビジネス系学科は、企

業のニーズに応えられ

るよう、学外より現役

のプロを招き、即戦力

強化につながる講義を

行っている。 

資格習得を必須と任

意に区分けし、対策授

業を実施。合格率向上

につなげる。 

 

 

 ・企業と連携し、プロデ

ューサーコースのカリ

キュラム確立。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・プレス&インフルエン

サーコースの授業科目

の成果を検証し、卒展に

向けた Web 販売の充実

を図る。 

 

 

  

 



                                    

２２ 

3-8 （6/6） 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

3-8-2 続き   (ST、STM 学科) 

・ST 学科の 1 年次では

スタイリストに必要

な知識と技術を習得。

2 年次では、プロのス

タイリストを目指し、

インターンシップ等

実践授業を通して、専

門性を深めつつ、総合

力を習得する。 

・STM 学科は 2 年次で

東京でのインターン

シップが必須。就職に

つなぐ。 

・スタイリストとして独

立した場合の仕事の

幅を理解するため、周

辺分野に関連する科

目の導入を検討する。 

 

 

 

・ブライダルスタイリス

ト育成のため、「ブラ

イダル専攻」特別授業

を導入済み。今後、異

業種の特別講義を拡

充する。 

 

・STM 学科は 2020 年度

から募集停止。 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

２３ 

 

3-9 （1/10） 

3-9 教育方法・評価等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-1 教育目的・

目標に沿った教

育課程を編成し

ているか 

□教育課程を編成する体制

は、規程等で明確にしてい

るか 

□議事録を作成するなど教

育課程の編成過程を明確に

しているか 

□授業科目の開設におい

て、専門科目、一般科目を

適切に配分しているか 

□授業科目の開設におい

て、必修科目・選択科目を

適切に配分しているか 

□修了に係る授業時数、単

位数を明示しているか 

□授業科目の目標に照ら

し、適切な教育内容を提供

しているか 

□授業科目の目標に照ら

し、講義・演習・実習等、

適切な授業形態を選択して

いるか 

□授業科目の目標に照ら

し、授業内容、授業方法を

工夫するなど学習指導は充

実しているか 

□職業実践教育の視点で、

科目内容に応じ、講義・演

習・実習等を適切に配分し

ているか 

4 ・各学科からカリキュラ

ム編成について提案

がある。これを学科長

会議等で論議し、学院

会議で決定する。 

・授業科目は学科特性を

発揮するための「必須

科目」と各学科に共通

の「共通科目」に区分

けしている。必須、共

通科目の配分は適切

である。 

・修業の必要な授業時間

数を明記し、オリエン

テーションで全員に

説明している。 

・講義、演習、実習等の

授業形態は適切に配

置し、授業内容や方法

については学生から

授業アンケートを実

施。その結果を改善に

つなぐ。 

・就職につながるインタ

ーンシップ研修は必

須と判断。全学科でこ

の制度を導入済。 

・職業実践専門課程の認

定を受け、企業委員を

交えた「教育課程編成

委員会」を設置済み。

企業委員の増員と入

れ替えを進める。 

 

・カリキュラム編成や、

新しい授業科目の設定

等には際しては、職業

実践専門課程「教育課

程編成委員会」で意見

を聴取する。 

 

・教員の研究活動支援 

するため、環境整備に

引き続き取り組む。 

 

 

・学科ごとに必須科目の

授業時間数の見直し。 

 

・教員研修室を整備済

み。修士等の学位取得

のための支援策を検

討する。 

・学科、コース別 

 シラバス 

・職業実践専門課程

「教育課程編成委

員会」規程 



                                    

２４ 

 （2/10） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-1 続き □職業実践教育の視点で教

育内容・教育方法・教材等

について工夫しているか 

□単位制の学科において、

履修科目の登録について適

切な指導を行っているか 

□授業科目について授業計

画（シラバス・コマシラバ

ス）を作成しているか 

□教育課程は、定期的に見

直し、改定を行っているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・職業実践につながる視

点で教育内容、方法、

教材を検討。講義と実

習のバランスをとりな

がら実践型授業を進め

ている。 

・シラバスおよび時間割

を作成。シラバスはホ

ームページで公開、時

間割は学生に印刷配布

し、担任が説明してい

る。 

 

 

(SD 学科) 

・学年ごとに実践教育の

もと、プロと同じ現場

に立たせて、自分のブ

ランドをアピール、店

頭販売なども実際に経

験させている。現場に

近い実践教育を行って

おり、デザイン発想か

ら制作、PR、販売まで

のプロセスを学ぶ場を

多く持たせるようにし

ている。 

 

・職業実践専門課程の 

「教育課程編成委員会」

は年 2 回開催している

が、開催頻度を増やす

ことを検討する。 

 

・シラバスはホームペー

ジで公開するにとどま

っている。 

・学科ごとに授業科目を

見直し、2~3 年ごとに改

廃を実施する。 

 

 

(SD、C 学科) 

・コンテストの入賞者を

増やす為のテクニック

を、授業内でさらに教

育する。 

 

・ただ、国内では業界団

体や地域主導のデザイ

ンコンテスト中止が相

次ぎ、2017 年から海外

で開催されるデザイン

コンテストに軸足を移

す。 

 

 

・開催頻度を高め、広く

意見を聴収し、学科ご

とに合理的なカリキュ

ラムを検討する。 

 

 

・「シラバス作成ガイドラ

イン」を策定する一方、 

総点検することで 2020

年中に冊子にまとめ配

布できるようにする。 

 

 

 

(SD、C 学科) 

・教員自らコンテストの

最終選考の見学。傾向

と対策により、指導を

今後も続けなければな

らない。 

・海外、とりわけヨーロ

ッパで開催される国際

的なデザインコンテス

トへの参加にシフトす

る。 

・海外のファッション系

大学と連携による特別

講義を定期的開催。 

 



                                    

２５ 

3-9 （3/10） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-1 続き   (C 学科) 

・1 年次で基礎を学び、2

年次より学生個々の希

望職種にあったコース

選択をする。 

・2 年次以降は企業とのコ

ラボ企画を増やして実

践教育を遂行。その過

程で教育方法を検討

し、教材として役立て

ている。 

・クリエイター系学科で

は、授業ごとに、講義、

演習、実習の流れの中

で作品制作する授業

形態を採用。 

・海外校の情報や動向を

確認しつつ、授業科目

を見直し。業界ニーズ

の現状に対応したカ

リキュラムを整備す

る。 

・2020 年度よりオート

クチュールコースに

舞台衣装を追加。より

幅広い教育を実施。 

   



                                    

２６ 

3-9 （4/10） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-1 続き   (BM、B 学科) 

・専門性を高めるために

専門科目を充実させ

ている。必要に応じて

講義・演習・実習等を

取り入れ、実践的内容

を充実させ指導して

いる。 

・具体的に大手アパレル

企業等との連携によ

る実践授業を実施。職

業意識を向上させ就

職に直結させる。 

・カリキュラムの一環と

してインターンシッ

プを全員参加で実施。

職種に応じた資格(リ

テイルマーケティン

グ検定、商品装飾陳列

検定等)取得のための

対策授業を実施。 

 

・BM学科では「ショップ

開発コース」のカリキ

ュラムは整備された。 

・一方、企業における商

品企画職を育成する

「プロデューサーコ

ース」のカリキュラム

は整備と判断。 

・「ネットショップの運

営カリキュラム」を研

究する。 

・ネットショップ BASE

を活用してWeb販売の

実践を経験する。 

・市場起点としたリテイ

ルの立場でプロデュ

ーサーコースのカリ

キュラムの全面的見

直しと開発。ネットと

の連動を検討。 

・教員にリテイルマーケ

ティング検定 2級取得

を課す。 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

２７ 

3-9 （5/10） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-1 続き    (ST、STM 学科) 

・現役プロのスタイリス

ト監修による指導で

実践力を強化。 

・プロスタイリスト指導

のもとスタイリング

力アップを図るため

の特別授業の実施。 

・就職につなげインター

ンシップ機会の確保。 

・関西コレクションに参

加し、自らのスタイリ

ング提案の場を提供。 

・各担当教員、非常勤講

師とも年度の前期、後

期前にシラバス、プラ

ンニングシートを作

成。 

・スタイリングマップ検

定(一般社団法人日本

ファッションスタイ

リスト協会主催)の受

験を必須にしている。 

・プロのスタイリストへ

の依存から、教員が独

自でスタイリングを指

導できるように教員研

修を強化。完成したス

タイリングをジャッジ

する能力を高める。 

・東京、大阪を中心にス

タイリスト事務所と

の連携を強化、拡大。 

 

 

 

 

 

 

 

・STM 学科は募集停止。 

 在校生が卒業する

2021 年度で廃止する。 

 



                                    

２８ 

3-9 （6/10） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-2 教育課程に

ついて外部の意

見を反映してい

るか 

□教育課程の編成及び改定

において、在校生・卒業生

の意見聴取や評価を行って

いるか 

□教育課程の編成及び改定

において、関連する業界・

機関等の意見聴取や評価を

行っているか 

□職業実践教育の効果につ

いて、卒業生・就職先等の

意見聴取や評価を行ってい

るか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ・在校生を対象に年 2回、 

各授業の理解度・満足

度アンケートを実施。

その結果を分析し、問

題点の発見、改善につ

なげていく。 

 

・業界関係者による教育

課程編成委員会を通

して、意見聴取や評

価、改善提案を集約し

ている。 

 

・学院内で行う企業との

連携事業や新たにチ

ャレンジする課題に

対して常に外部の有

識者の意見を聞き取

り、方向性に問題がな

いか確認している。 

・教育課程の編成、改定

について、関連業界・

機関等、卒業生からの

意見聴取を行ってい

るが、断片的であるこ

とは否めない。 

 

・実践的な職業教育の効

果について、問題点や

課題を就職先企業か

ら定期的、継続的に意

見聴取する必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・就職先の大手企業を中

心に職業実践教育の

効果について、ヒアリ

ングを実施していく。

これをを通して、カリ

キュラム編成や科目

ごとの到達度等つい

て情報収集できる仕

組みを作り上げる。 

・教育課程編成委員

会規程 

・学生授業アンケー 

ト 



                                    

２９ 

3-9 （7/10） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-3 キャリア教

育を実施してい

るか 

□キャリア教育の実施にあ

たって、意義・指導方法等

に関する方針を定めている

か 

□キャリア教育を行うため
の教育内容・教育方法・教
材等について工夫している
か 

□キャリア教育の効果につ

いて、卒業生・就職先等の

意見聴取や評価を行ってい

るか 

4 ・キャリア教育の実施に

際し、キャリアセンタ

ー(就職指導室)と就職

担当教員が年度方針、

指導方法のあり方を

協議。具体的な授業展

開について学科長と

細目を詰める。 

・キャリア教育は「ビジ

ネスコミュニケーシ

ョン」科目の中で実

施。 

・企業担当者を招へい

し、学校独自で「職種

研究会」を開催。その

中で卒業生等が従事

している業務につい

て説明してもらい、職

種への理解を深める。 

・企業の協力を得て「企

業説明会」を定期開

催。 

・採用試験対策として面

接対応や技術指導を

個々に合わせ、指導を

強化。 

・コミュニケーション能

力とプレゼンテーシ

ョン能力向上を狙い

にグループワーク等

を実施。 

・学校が目指す育成人材

像と企業が求める人

材像の整合性に配慮

したキャリア教育に

取り組む。 

・キャリア教育の実効を

引き出すため、資料、

テキスト等の刷新が

必要。 

 

 

 

・企業から卒業生に関す

る意見や評価をヒア

リング。 

・担当教員間でキャリア

教育の結果検証、情報

共有化。学生からのヒ

アリング等を実施す

る。 

 

・キャリア教育の資料(テ

キスト)を刷新する。 

 

 

 

 

 

・卒業生を対象に再就職 

 相談を不定期に実施。 

 

 

・学科、コース別 

シラバス 



                                    

３０ 

3-9 （8/10） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-4 授業評価を

実施しているか 

□授業評価を実施する体制

を整備しているか 

□学生に対するアンケート

等の実施など、授業評価を

行っているか 

□授業評価の実施におい

て、関連業界等との協力体

制はあるか 

□教員にフィードバックす

る等、授業評価結果を授業

改善に活用しているか 

3 ・学生による授業アンケ

ートを学科、学年ごと

に全教科で年 2 回実

施。アンケート回収率

はほぼ 100%である。 

 

 

・職業実践専門課程の教

育課程編成委員会か

ら授業内容について

意見聴取している。ヒ

アリング結果を分析

し、個々の授業科目に

関係する教員、講師に

フィードバックし、改

善につなぐ。 

 

(SD、C 学科) 

・企業やメディアなどの

現場の方々に学生作

品を見てもらう機会

もあり、そこでの講評

をもとに現状の体制

が適しているかのバ

ロメーターとして生

かしている。 

・学生作品を企業メディ

アの方に評価しても

らい、その評価結果を

教員間で情報共有。 

 

・授業内容や学生の興味

や関心度、理解、進捗

速度について、講師と

の情報共有をさらに強

める。 

 

・教育課程編成委員会で

アンケート分析結果か

ら問題点を抽出し論議

する。 

・教育課程編成委員や保

護者を対象とした授業

見学の実施を検討す

る。 

 

(SD、C 学科) 

・常に新しい動きをする

ファッション業界、そ

の動向をキャッチし、

学生指導に役立てる。 

・非常勤講師とのミーテ

ィングを定例化。意見

交換の頻度を高める。 

 

・非常勤講師個別に学生

授業アンケート結果

を公開することを検

討。 

 

・学科長が中心となり、

非常勤講師と教員の

授業の進捗状況や内

容の差を是正検討。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学生授業アンケー

ト 

・教育課程編成委員

会規程 

 



                                    

３１ 

3-9 （9/10） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-4 続き   ・SD 学科は、海外コレク

ションに関わる企業、

メディア等と協力体制

を募っている。 

・C 学科は、企業とのコラ

ボ機会を確保し、共同

企画提案等の実践的取

り組みを指導。 

 

(BM/B 学科) 

・B 学科（1 年次後期の 1

カ月間）、BM 学科（2

年次の 160～180 時間）

ともにインターンシッ

プ研修への参加を通し

て、企業から学生評価

を実施。企業の学生評

価レポートを参考に次

年度の授業組み立てに

役立てている 

 

(ST、STM 学科) 

おおむね上述に準ずる。 

   

 



                                    

３２ 

3-9 （10/10） 

3-9 中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

３３ 

3-10 （1/4） 

3-10 成績評価・単位認定等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-10-1  成 績 評

価・修了認定基準

を明確化し、適切

に運用している

か 

□成績評価の基準について、

学則等に規定するなど明確

にし、かつ、学生等に明示し

ているか 

□成績評価の基準を適切に

運用するため、会議等を開く

など客観性・統一性の確保に

取組んでいるか 

□入学前の履修、他の教育機

関の履修の認定について、学

則等に規定し、適切に運用し

ているか 

 

4 

・定められた授業期間の

講義、演習、実習に出

席し、試験を受験、ま

たはレポート、作品・

成果物提出がそれぞ

れの科目で要件を満

たした場合、学期また

は学年末に成績評価

が与えられる。 

・成績評価は学習態度、

出席状況、試験、提出

課題、成果物などをも

とに総合評価する。評

価は 5 段階で行い、

A・B・C・D・E のレ

ターグレードによる

評定とし、E の場合は

不認定となる。但し、

SD 学科はC 以下、BM

学科は D 以下が不認

定となる。 

・提出の期限を守れない

者や未提出者が多い。

この結果、不認定につ

ながっている。 

 

 

・デザイン、ドローイン

グ等の感性にかかわ

る課題で担当教員に

よって評価がばらつ

く傾向にある。 

 

 

・提出物の締め切りが集

中しないように、教員

間で調整し、学生から

の苦情を減少させる。 

 

 

・事前に評価基準の細目

を設定する一方、採点

する教員間での意見

交換を重ねる。 

 

 

・大学等で導入されてい

る GPA(グレードポイ

ント)を便宜的に適用

し、GPA を算出。導入

に当たっての問題点

を探る。 

・学則 

・学生生活ガイド 

ブック 2020 



                                    

３４ 

 

3-10 （2/4） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-10-1 続き   ・添付資料のとおり、学

科によって成績認定

の基準に差がある。 

・欠席が授業時間の 25%

を超えるものは認定

しない。 

・進級、卒業等の判定は

学科会議で論議し、校

長、学科長で構成する

「判定会議」で最終判

断する。 

   



                                    

３５ 

 

3-10 （3/4） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-10-2  作品及び

技術等の発表に

おける成果を把

握しているか 

□在校生のコンテスト参加

における受賞状況、研究業績

等を把握しているか 

4 ・装苑賞、東京新人デザ

イナー等の主要なデザ

インコンテストに積極

的に出展し、入賞者や

最優秀者は増加傾向に

ある。 

 (SD、C 学科) 

・上級学年には必須とし

て、高度なファッショ

ンコンテストに参加

させる。入賞者を多く

輩出するための対策

を行い、その結果を把

握している。 

(BM、B 学科) 

・学内発表会、外部で開

催されるコンテスト

等も認識し把握。 

(ST、STM 学科) 

・地域や団体、企業との

コラボやスタイリン

グコンテスト等に積

極的に参加。 

・安定して外部デザイン

コンテスト入賞者等を

輩出する仕組みづくり

に取り組む。 

 

・国内のデザインコンテ

ストが相次ぎ中止。す

でに中国、イギリス、

デンマーク等の海外デ

ザインコンテストへ参

加。さらに海外シフト

を進める。 

 

 

 

・デザインの授業で外部

講師の活用。 

 

・デザインコンテスト奨

励金制度の見直し。 

 

・海外デザインコンテス

トに関する情報収集。 

 

 

 

・2018 年度ファッ

ションコンテスト

受賞者一覧 



                                    

３６ 

 

3-10 （4/4） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

３７ 

3-11 （1/2） 

3-11 資格・免許の取得の指導体制 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-11-1 目標とす

る資格・免許は、

教育課程上で、明

確に位置づけて

いるか 

□取得目標としている資

格・免許の内容・取得の意

義について明確にしている

か 

□資格・免許の取得に関連
する授業科目、特別講座の
開設等について明確にして
いるか 
 
 
 
 
 
 

4 ・学科、コース別に取得

すべき資格検定試験を

明示。授業との連携に

加え、資格試験のため

の特別講義を実施し、

受講者の意欲喚起を図

る。 

 

・資格検定試験の合格率

向上のため、特別授業

の実施。 

 

・企業との連携講座の整

備・拡充。 

・試験直前の対策授業の

実施。 

 

・パターン能力検定試験

では、外部から講師を

招聘し、特別講座を開

催。パターン検定 1 級

合格者を増やす。 

 

・リテイルマーケティン

グ(販売士)検定 3 級(販

売員経験 2~3年レベル)

合格者を増やす。 

・2019 年度検定資

格試験結果一覧 



                                    

３８ 

3-11 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-11-2 資格・免許

取得の指導体制

はあるか 

□資格・免許の取得につい

て、指導体制を整備してい

るか 

□不合格者及び卒後の指導

体制を整備しているか 

4 ・学科長が資格検定試験

の取得のための指導方

針を立案し、科目担当

教員が実施に当たる。 

・様々な資格があるが、

学科に適した資格取得

を薦め、対策授業も行

っている。 

・合格者の数を把握し、

指導材料にしている。 

・不合格者の指導体制は

未整備であり、早急に

対策が必要である。 

・各学科で不合格者対策

を検討し、実施に移す。 

 

 

・2019 年度検定資

格試験結果一覧 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

３９ 

3-12 （1/3） 

3-12 教員・教員組織 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-12-1 資格・要件

を備えた教員を

確保しているか 

□授業科目を担当するため、

教員に求める能力・資質等を

明確にしているか 

□授業科目を担当するため、

教員に求める必要な資格等

を明示し、確認しているか 

□教員の知識・技術・技能レ

ベルは、関連業界等のレベル

に適合しているか 

□教員採用等人材確保にお

いて、関連業界等と連携して

いるか 

□教員の採用計画・配置計画

を定めているか 

□専任・兼任（非常勤）、年

齢構成、男女比等など教員構

成を明示しているか 

□教員の募集、採用手続、昇

格措置等について規程等で

明確に定めているか 

□教員一人当たりの授業時

数、学生数等を把握している

か 

 

 

 

 

4 ・教員採用に当ってはフ

ァッション、および関

連業界での実務経験の

有無を重視。担当する

授業科目に必要な資格

や経験等を確認し、採

用している。 

・教員はクラス担任を兼

務し、学生指導に当た

る。このため授業科目

の専門性に加え、人間

性や指導力も判断材料

である。採用後も学生

指導に必要な教育学、

心理学、クラス運営や

授業の進め方、クレー

ム対応等を学ぶ研修に

派遣。 

・教員の知識・技術・技

能レベルが業界水準に

対応しているか、を判

断するため、企業と連

携して教員研修を実

施。企業現場の変化を

敏感に感じとって授業

に反映させる。 

・教員 1 人当りの授業時

間は週 12 コマ（18 時

間）を標準に、学生数

は 25 人～40 人。 

・教員の高齢化が顕著。 

・特定分野（縫製等）に

おいて教員採用が難し

くなっている。 

・大専各や業界団体が実

施する研修、公開講座

へ継続して参加してい

る。 

 

・教員 1 人当たり学生数 

は、25 人～40 人程度で

ある。 

 

 

 

・若手教員の専門性や技

量を高め、多様な人材

を養成する。このため

企業と連携した教員

研修の継続的実施。 

 

・企業から講師派遣の仕

組みを定着させる。 

・専門職大学の設置基準

に準じ、修士号を持つ

教員養成の支援策を

検討する。 

 

・教員構成(常勤・非常勤、

年齢構成、男女比)、実

務経験等を公開する。 

・継続して非常勤教員の

確保に努める。 

 

・企業研修レポートの提

出を徹底。 

 

・教職員を海外の学校へ

留学させる。 

 

・教員による海外校にお

ける授業を実施。 

 



                                    

４０ 

3-12 （2/3） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-12-2  教員の資

質向上への取組

みを行っている

か 

□教員の専門性、教授力を把

握・評価しているか 

□教員の資質向上のための

研修計画を定め、適切に運用

しているか 

□関連業界等との連携によ

る教員の研修・研究に取組ん

でいるか 

□教員の研究活動・自己啓発

への支援など教員のキャリ

ア開発を支援しているか 

4 ・企業と連携し、教員研

修を組織的、継続的に

進めている。 

・教員の研究成果をファ

ッションビジネス学

会全国大会等で定期

的に発表。 

・自己啓発の一環として

外部セミナーや資格

取得講座への参加を

支援。 

・デザイン教員がイタリ

ア Polimoda 校へ留学

しキャリアアップを

図る。 

・パターン教員がインド

ネシア、ロシア等の学

校で講義を実施、国際

感覚を身につける。 

・教職員用の海外留学支

援規程を制定。教職員

のキャリアアップを

支援する。 

・研修受入れ企業の開拓

に引き続き取り組む。 

・目的、テーマを明確に

した教員研修計画を

立案し、企業の支援を

引き出す。 

 

・自己啓発の促進、経済

的な支援制度を検討

する。 

 

・研修テーマを絞った(例

えば、繊維産地等)教員

研修を計画し実施す

る。 

 

・海外留学支援規程

（教職員） 



                                    

４１ 

3-12 （3/3） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-12-3  教員の組

織体制を整備し

ているか 

□分野毎に必要な教員組織

体制を整備しているか 

□教員組織における業務分

担・責任体制は、規程等で明

確に定めているか 

□学科毎に授業科目担当教

員間で連携・協力体制を構築

しているか 

□授業内容・教育方法の改善

に関する組織的な取組があ

るか 

□専任・兼任（非常勤）教員
間の連携・協力体制を構築し
ているか 

3 ・各学科について、デザイ

ン、パターン、サンプル

(縫製)、ビジネス、素材、

カラー等の授業分野ごと

に人員配置は適正であ

る。 

・教員の等級と責任および

昇格等について規定を設

けている。 

・特に連携が必要なデザイ

ン→パターン→縫製の授

業科目間で連絡を密にし

て、手持ち時間に空白が

発生しないようにしてい

る。 

・授業内容や教育法の改善

に関しては定期的な見直

しを行っている。その中

で職業実践専門課程「教

育課程編成委員会」の指

摘事項を反映させる。 

・学科別に講師ミーティ

ングを年 2 回実施。情

報共有を図る。 

・学科の再編整備。 

・中長期的観点から教員

組織体制のあり方の

検討。 

・教員の配置転換や若手

の積極登用。 

・ファッションビジネス

学会等での研究発表

の実施。 

 

・公開授業の試行的実施

について検討する。 

・組織再編について論議

し、この結果、 

 2020 年度学科編成は、 
‣スーパーデザイナー 

‣ファッションクリエイター 

‣ブランドマネージメント 

‣ファッションビジネス 

‣スタイリスト 

‣スタイリストマスター 

の 6学科制。各学科に

学科長、学科主任を置

き、統括する。 

・2017 年度から進級年次

学年を対象に複数ク

ラス担任制を一部採

用し、引き続きそのレ

ビューを行う。 

 

・2020 年度職制図 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

４２ 

 

基準４ 学修成果 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

・職業教育に特化した専門学校として、仕事を通し

て社会に貢献できる人材育成が目標である。その

ためにファッション分野で必須とされる専門知

識、技術、技能を修業年限に習得し、必要とされ

る資格、検定の履修指導も行っている。 

・育成した人材を企業に送り込み、就職後も一定年

数勤務できるように、就職指導室、担任教員が連

携し、就職相談、指導に当る。平成 25 年以降、

就職率(就職者数÷求職者数)は 95~96%の水準を

維持。ここ数年の就職率は 28 年度=98%、29 年

度=99％、30 年度=98%、31 年度＝99％で推移し

ている。 

・一方、就職しない学生が卒業年次学生の 20%に達

したこともあり、ここ数年、働くことの意識づけ

に着手し、求職率の引き上げに取り組んでいる。

この結果、求職者率は 2017 年度=88%、2018 年

度=86%となったが 2019 年度の求職者率は 81%

で前年より 5％減少。 

 

・しっかり学び、そして就職するという単純なこと

ではあるが、それを貫徹するため出席状況、課題

提出、礼儀マナー、言葉遣い等に基本的なことが

らを徹底する。 

 

・教職員の共通目標として、『就職率 100%』を掲げ

る。キャリア教育に加え、生活指導面接等を通し

て「働くことの意味」を考えさせ、求職者数、率

の引き上げを図る。 

 

・就職率に加え、職種別就職者数の実数も重視。企

業の求人ニーズに合致した人材を輩出できる学

校として評価を定着させる。 

 

・大手企業に重点を置いた就職指導を行う。経営的

に安定し、教育制度が充実した大手企業へ就職さ

せることで、入社後の経済的基盤が安定し、定着

率もよくなる。この結果、中途退社が少なくなり、

学生本人だけでなく、学校への評価も高まる。 

・引き続き、インターンシップ研修制度を拡充する。

新規受入れ企業を開拓。 

・全国の繊維産地との連携を図り、就職機会を広げ

るようにする。 

 

・同窓会組織「文化すみれ会」と連携し、卒業生の

活躍状況、社会的評価の把握に努める。 

 

 

・自分の意見や意思を伝えるためのプレゼンテーシ

ョン能力に加え、社会人として必要な挨拶、礼儀・

マナー、言葉遣い等を入学時から指導。 

 

・学内における企業説明会の継続実施。すでに年に

40 社超の企業と学内説明会を開催。企業概要や業

務内容の理解に加え、就業意欲の喚起、企業に対

し、自己アピールできる機会を創出した。 

 

・インターンシップ研修への参加を通して、就職を

実現した学生の割合は徐々に好転し、27 年度で

50%を突破。28 年度以降、55%程度で推移してい

る。インターンシップ研修への参加➡就職という

好循環を維持していく。 

・パターンメーキング能力検定試験 1 級、および商

品装飾技術検定、リテイルマーケティング検定等

の合格者を増やすため、特別講義を継続して実

施。 

・繊維産地との連携は児島(岡山県倉敷市)と行い、

イタリア Polimoda 校とのコラボを実現。 

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  

 



                                    

４３ 

4-13 （1/1） 

4-13 就職率 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-13-1 就職率の

向上が図られて

いるか 

□就職率に関する目標設定

はあるか 

□学生の就職活動を把握し

ているか 

□専門分野と関連する業界

等への就職状況を把握して

いるか 

□関連する企業等と共催で

「就職セミナー」を行うな

ど、就職に関し関連業界等

と連携しているか 

□就職率等のデータについ

て適切に管理しているか 

4 ・学科別に就職希望者

数、就職者数、就職

率、就職先企業等の

目標を設定してい

る。 

・担任とキャリアセン

ターが連携を取りな

がら、個々の学生の

就職活動を把握。就

活レポートの提出を

義務づけている。 

・学校が企業と交渉し、

個別説明会を学内で

実施。企業数は 50 社

余り。 

・個人情報保護のため、 

就職内定者の氏名は

伏せる。 

(SD、C 学科) 

個々に合わせた個人

指導。 

・2019 年度の就職率は 

99%。就職希望者 156

人に対し、内定者は

154 人。ファッショ

ンビジネス学科、ブ

ランドマネージメン

ト学科は 100%とな

った。 

・2019 年度の就職希望

者(就職希望者÷卒業

年次在籍者)の割合は

81%。前年の 86%を

下回った。 

・就職を希望しない学

生を如何に減少させ

るか、が当面の課題。 

・販売職では外資系ハ

イブランド企業から

内定をもらうケース

が特徴的だった。 

 

・就職希望者の割合を

90%以上に引き上げ 

る。 

その改善策として、 

① 在校生保護者を対

象に就職説明会を

定期的に開催し、保

護者の理解と支援

を促す。 

② 2017 年度から保護

者対象に個別相談

会を夏季休暇に実

施。保護者へ個別対

応を強める。2020

年度は休止せざる

を得なかった 

③ 教員の中からビジ

ネス系に就職担当

を設置。よりキメの

細かい指導に徹す

る。 

・就職者、就職率一覧 

・学院案内パンフレッ

ト 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

４４ 

4-14 （1/2） 

4-14 資格・免許の取得率 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-14-1 資格・免許

取得率の向上が

図られているか 

□資格・免許取得率に関す
る目標設定はあるか 

□特別講座、セミナーの開

講等、授業を補完する学習

支援の取組はあるか 

□合格実績、合格率、全国

水準との比較など行ってい

るか 

□指導方法と合格実績との

関連性を確認し、指導方法

の改善を行っているか 

4 ・学科ごとに資格検定

の目標取得率を掲

げ、試験直前の検定

対策講座を継続的に

実施。 

・資格検定の合格実績

を前年、全国水準と

比較し、対策を講じ

る。 

・資格検定対策のため、

外部から講師を採用

し、傾向と対策講義

を実施。 

(SD、C 学科) 

目標を設定し合格率

を常に意識してい

る。技術面で難しい

検定には、外部に検

定研修や、特別講師

を招き検定対策授業

を行っている。 

合格率を意識するこ

とにより、学生の弱

い部分を分析し、そ

の部分の集中的な授

業を行っている。 

・資格検定試験当日の

欠席者が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漢検が主催「文章読

解作成能力検定」(3

級)を試験的にファッ

ションビジネス学科

に導入。 

・資格検定取得率向上

のための授業、補講

等の継続的実施。 

 

・外部講師の活用。 

 

・パターンメーキング 

検定 3 級を 1 年次学

生が受験する。この

ためファッションク

リエイター学科 1 年

「パターンメーキン

グ」のカリキュラム

を見直すとともに、

対策授業を実施。 

 

・「文章題読解作成能力

検定」(3 級)に全員合

格を目指す。 

・合格率 75％であり、

基礎教養の底上げと

して効果を認める。

今後継続していく。 

・平成 30 年度各種検定 

試験合格率一覧 



                                    

４５ 

4-14 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

４６ 

4-15 （1/1） 

4-15 卒業生の社会的評価 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-15-1 卒業生の社

会的評価を把握し

ているか 

□卒業生の就職先の企業、

施設・機関等を訪問するな

どして卒後の実態を調査

等で把握しているか 

□卒業生のコンテスト参

加における受賞状況、研究

業績等を把握しているか 

3 ・卒業生の社会的評価

の把握に関して、校

長、キャリアセンタ

ー室長等が企業訪問

の際、活動、勤務実

態を聴取している。 

・学校主導で卒業生の

独立起業を支援する

ため、学外で展示即

売の機会を確保。 

 

・卒業生の社会的活躍

の実態把握には困難

が伴う。 

・ホームページに卒業

向けのコンテンツを

設け、学校行事や採

用情報を掲載。 

・SNS 等を活用して、

卒業生の活躍実態の

把握している。 

・同窓会組織「文化す

みれ会」と連携し、

卒業生と在校生の交

流会等を開催。 

・学院パンフレット 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

４７ 

 

基準５ 学生支援 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

・学校の社会的評価は、質を担保した教育指導や高

い就職率、教育設備機器の充実に加え、学生が抱

える多様な問題に対応できる支援体制や環境整

備の有無が重要になっている。 

・学生の将来を決める就職に関して、学内での企業

説明会、インターンシップへの参加、キャリアセ

ンターと担任が連携した個別相談などを実施。 

退学率は 2019 年度の 115 人(退学率 17%)をピー

クとすべく今後の対策を講じるためのプロジェ

クトも立上げ対策の提案をしていく。 

 

・学生からの相談で増加傾向にあるのが、ひとつは

友達ができない、学校になじめない等のこころの

悩み、もうひとつは経済的理由から修学の継続が

難しいこと。心の悩みについては担任と個別相

談、教職員による情報共有化を進めるとともに、

専門カウンセラーを配置し対応している。 

・一方、経済的な理由で修学困難な学生には 2020

年度からスタートする日本学生支援機構の新修

学支援制度に 30 名ほどの在学採用が決まった。

学校、同窓会による奨学金制度(授業料の減免)も

導入済み。対象者は延べ 11 人である。 

・学校運営、特に就職指導を中心に保護者の理解を

得るため、年 2 回、保護者説明会を実施している。 

 

・ビジネス系に就職担当教員を 1 人配置。企業との

折衝等を行い、キャリアセンター(就職指導室)を

側面的に支援する体制を強化する。 

・デザイナー、パタンナー職の求人数が減少傾向。 

 求人募集が来ない企業の開拓。 

 

・学内における企業説明会の内容を改善する。例え

ば、その企業で活躍する卒業生を随行し、仕事内

容を説明してもらうなど。 

 

 

・中途退学率を半減させることを目標に掲げ、学生

本人、保護者面談を実施し経済的な面では新修学

支援制度の適切な運用がなされるように学内で

の周知徹底を図っていく。 

 

・入学前の体験セミナー、オープンキャンパス等の

個別相談で学生の進学動機や意思を確認する。入

試面接の評価方法も改善した。 

 

 

・アパレル企業の専門技術職(デザイナー、パタンナ

ー等)の募集人数は先行き微減となりそう。求人募

集が来ていないアパレル企業へ早急にアプロー

チが必要である。 

 

・日本学生支援機構の奨学金延滞率は全国平均をわ

ずかに上回っている。奨学生、卒業生に返還を 

 呼びかける。 

 

・学校独自の奨学金制度の減免額は、半期授業料 

 全額(28 万円) または半額(14 万円)。 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

４８ 

5-16 （1/1） 

5-16 就職等進路 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-16-1 就職等進

路に関する支援

組織体制を整備

しているか 

□就職など進路支援のため

の組織体制を整備している

か 

□担任教員と就職部門の連

携など学内における連携体

制を整備しているか 

□学生の就職活動の状況を

学内で共有しているか 

□関連する業界等と就職に

関する連携体制を構築して

いるか 

□就職説明会等を開催して

いるか 

□履歴書の書き方、面接の

受け方など、具体的な就職

指導に関するセミナー・講

座を開講しているか 

□就職に関する個別の相談

に適切に応じているか 

4  

・職業教育に特化した

専門学校として、就職

率 100％を目標に、キ

ャリアセンターと卒

業年次担任が連携し

て就職指導に当たる。 

・就職を希望しない学

生が増加傾向にある。 

・キャリアセンターは

企業説明会の開催の

企業折衝、新規企業の

開拓、模擬面接を主に

担当。 

・2018 年度から教員の

中で就職担当専門の

教員を選出。キャリア

センターのフォロー

にあたる。 

 

 

・キャリアセンターの

機能強化のためスタ

ッフの拡充。 

 

・東京を中心に新規就

職先企業の開拓。特に

ODM、OEM メーカー 

の開拓が急務である。 

 

・就職を希望しない学

生の割合が 2016 年度

は 20%近くまで上昇

したが、2017 年度以

降は 12～14%で推移、 

本年は進路変更など

が多く 19%までにな

った。 

 

・保護者対象の就職説

明会で保護者の支援

を引き出す。 

 

・東京を中心に当校に

求人募集が来ていな

い企業を開拓するた

め、求人 DM を発送済

みである。 

・求職をしない学生に

対しては授業、保護者

説明会等で情宣活動

をしていく。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 

 

最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

４９ 

5-17 （1/2） 

5-17 中途退学への対応 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-17-1 退学率の

低減が図られて

いるか 

□中途退学の要因、傾向、
各学年における退学者数等
を把握しているか 

□指導経過記録を適切に保

存しているか 

□中途退学の低減に向けた

学内における連携体制はあ

るか 

□退学に結びつきやすい、

心理面、学習面での特別指

導体制はあるか 

3 ・2018 年度の退学者は

79 人、除籍者(学費未

納等)は 3 人。前年

2017 年度の 81 人か

ら比べ微減。 

・2019 年度の退学者は

115 人、除籍者(学費

未納 )1 人、退学率

17%と増加し、最悪の

結果となった。 

・担任制をとっている

ため、担任が学生の

出席、遅刻、健康状

態、課題提出状況等

の異常に早期に気づ

き、対処する。 

・担任面談、保護者を

含めた三者面談を実

施。その結果を上司

に提出。 

・外部カウンセラーに

よる個人面談の実

施。 

・中途退学の原因を「経

済的」「学力的」「健

康的」「家庭的」「進

路変更」に分類して

いるが、最近は金銭

的理由や学力的理由

(授業について行けな

い)以外に「健康的(精

神的なものを含む)」

が増加傾向にある。 

 

・学生の学業や出席状

況に無関心な保護者

が一部見受けられる

ようになった。保護

者との連携がとりづ

らい。 

 

 

・経済的理由による学

業継続が困難な学生

を対象に奨学生制度

の見直しや学費の分

納措置等を講じる。 

・2019 年度に、国の「高

等教育の修学支援制

度」の確認申請を行

い、認定された。 

 

・学力的に授業につい

ていけない学生に対

し補講を継続実施。 

・理解度を配慮した授

業展開に努める。 

 

・学生個人のクラスへ

の適応傾向を把握す

るため、引き続き、

担任中心にと「学校

生活不満足群」の発

見と早期ヒアリング

に努める。 

 

・学校と保護者とが情

報共有化を図り、協

力体制を固める。 

 

・年度別中途退学者 

推移 

・学籍簿 

 

 



                                    

５０ 

5-17 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

５１ 

5-18 （1/2） 

5-18 学生相談 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-18-1 学生相談

に関する体制を

整備しているか 

□専任カウンセラーの配置

等相談に関する組織体制を

整備しているか 

□相談室の設置など相談に

関する環境整備を行ってい

るか 

□学生に対して、相談室の

利用に関する案内を行って

いるか 

□相談記録を適切に保存し

ているか 

□関連医療機関等との連携

はあるか 

 

4 ・外部から専門カウン

セラーを招へいし、

学生のさまざまな相

談に乗る体制を整

備。 

・個人情報保護の観点

からカウンセリング

の日程や場所の設定

に配慮している。 

・相談日は学生個別に

メールで告知。プラ

イバシーに配慮して

いる。 

・近隣の専門医と連携

協定を結んでいる。 

・カウンセリングを受

ける学生が減少傾向

にある。 

・学生の実態について

教員間で情報共有化

を図る。ただ個人情

報保護、守秘義務の

観点から共有するこ

とに難しさが伴う。 

・学生との面談の中で

カウンセリングを積

極的に勧める。 

 

・カウンセリング日程

の告知等の徹底およ

びカウンセリング環

境の整備。 

・カウンセリング業務

委託契約書 

・学生向けカウンセリ

ング告知、案内 

5-18-2 留学生に

対する相談体制

を整備している

か 

□留学生の相談等に対応す

る担当の教職員を配置して

いるか 

□留学生に対して在籍管理

等生活指導を適切に行って

いるか 

□留学生に対し、就職・進

学等卒業後の進路に関する

指導・支援を適切に行って

いるか 

□留学生に関する指導記録
を適切に保存しているか 

 

3 ・2019 年 4 月時点の留

学生は中国、韓国、

台湾、マレーシア等

から 17 人、前年比 5

人増加。在籍者に占

める割合は 2.5%であ

る。 

・留学生の生活上、勉

学上の相談は担任

が、滞在許可の申請

や経済的な案件は事

務局で対応してい

る。 

・将来的な留学生の増

加に対応した受入れ

体制の整備。 

・留学生に対し、適切

な生活指導できる教

職員の育成。 

・留学生の就職斡旋、

指導の強化。 

 

 

・将来的に留学生増加

に伴って、専任者の

育成・確保する必要

がある。 

 



                                    

５２ 

5-18 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

５３ 

5-19 （1/3） 

5-19 学生生活 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-19-1 学生の経

済的側面に対す

る支援体制を整

備しているか 

□学校独自の奨学金制度を
整備しているか 
□学費の減免、分割納付制
度を整備しているか 
□大規模災害発生時及び家
計急変時等に対応する支援
制度を整備しているか 
□全ての経済的支援制度の
利用について学生・保護者
に十分情報提供しているか 
□公的支援制度も含めた経
済的支援制度に関する相談
に適切に対応しているか 
□全ての経済的支援制度の
利用について実績を把握し
ているか 

4 ・学校独自の奨学金制

度は以下のとおり。 

〇大阪文化特別奨学生

制度 

〇大阪文化奨学生制度 

〇文化すみれ会奨学生

制度 

いずれも学業成績が

優秀で向学心に富みな

がら、経済的理由によ

り就学が困難な学生が

対象。学費(半期)の全

額、または半額を免除

する。 

・奨学生の募集は前後

期末の 2 回。学生全員

に告知し、理事長との

面談で選考する。 

・募集要項に奨学金制

度を明示。オープンキ

ャンパス等でも概要を

説明している。 

・企業等の外部奨学金

制度の活用促進。 

・保護者等がリストラ

によって失職、あるい

は死亡、病気入院等で

経済的に困窮する事

態が年に数件ある。こ

うした場合や事故・災

害発生に対応できる 

「学生生徒 24 時間共

済」への切り替えを進

めてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

・堀田育英財団、パル

井上財団等の外部の

奨学金制度を告知し、

活用する。2019 年度

は堀田育英財団 1 人、

パル井上財団3人が奨

学生。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2017 年度新入生から

「学生生徒 24 時間共

済」へ加入。これによ

り突発的な経済的困

窮事態へ対処できる。 

 

・2020 年度に在校生は

全員が「学生・生徒 24

時間共済」に移行を完

了する。 

 

・「高等教育の修学支援

制度」施行に伴い、

確認に係わる申請を

行う。2019 年 7 月に

申請書を提出し、35

名が認定される。ま

た新入生では68名が

認定され合計 103 名

の認定となった。 

 

・2019 年度の外部奨学

金制度で堀田育英財

団 1 人、パル井上財

団 3 人が選考。両育

英財団と友好的関係

を維持する。 

 

・大阪文化服装学院 

奨学金制度規程 

・学院案内パンフ 

レット 

・募集要項 

・「学生・生徒 24 時間

共済」ガイドブック 



                                    

５４ 

5-19 （2/3） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-19-2 学生の健

康管理を行う体

制を整備してい

るか 

□学校保健計画を定めてい
るか 
□学校医を選任しているか 
□保健室を整備し専門職員
を配置しているか 
□定期健康診断を実施して
記録を保存しているか 
□有所見者の再健診につい
て適切に対応しているか 
□健康に関する啓発及び教
育を行っているか 
□心身の健康相談に対応す
る専門職員を配置している
か 
□近隣の医療機関との連携
はあるか 

4 ・学校健康法に基づき、

毎年 4月に全校生を対

象に健康診断を実施。 

本年は新型コロナウ

イルスの影響で 7月に

実施。検査結果を保管

記録し、本人宛に結果

を通知。有所見の学生

には再診を勧める等、

適切な健康維持管理

体制を整備済み。 

・保健室を設置してい

るが、専門職員の配置

はない。 

・学校専門医と契約済

み。 

・近隣の総合病院との

連携体制を整備済み。 

・保健室の専門職員の

配置が将来必要とな

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特になし 

・特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特になし 

・健康診断実施計画書 

・健康診断委託契約書 

・学校専門医との 

契約書 



                                    

５５ 

5-19 （3/3） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-19-3 学生寮の

設置など生活環

境支援体制を整

備しているか 

□遠隔地から就学する学生

のために寮を整備している

か 

□学生寮の管理体制、委託

業務、生活指導体制等は明

確になっているか 

□学生寮の数、利用人員、

充足状況は、明確になって

いるか 

3 ・独自の寮はない。遠

隔地から就学する学

生に対し、学校と提携

する寮・下宿斡旋業者

を紹介している。 

・特になし ・特になし  

5-19-4 課外活動

に対する支援体

制を整備してい

るか 

□クラブ活動等の団体の活

動状況を把握しているか 

□大会への引率、補助金の

交付等具体的な支援を行っ

ているか 

□大会成績など実績を把握

しているか 

3 ・クラブ活動等の団体

活動はない。 

・特になし ・特になし  

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

                            
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

５６ 

5-20 （1/1） 

5-20 保護者との連携 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-20-1 保護者と

の連携体制を構

築しているか 

□保護者会の開催等、学校

の教育活動に関する情報提

供を適切に行っているか 

□個人面談等の機会を保護

者に提供し、面談記録を適

切に保存しているか 

□学力不足、心理面等の問

題解決にあたって、保護者

と適切に連携しているか 

□緊急時の連絡体制を確保

しているか 

4 ・入学時に学院生活の

注意事項や教育事業

計画、秋に就職活動

の進め方について、

保護者説明会を定例

化。学科ごと授業展

開、就職関連の情報

提供を行っている。 

・成績不振、出席不良

者等の保護者に対

し、成績や出欠状況

について文書で連

絡。必要に応じ保護

者との面談を実施。 

 

・秋の保護者説明会へ

の参加者は 40 人前

後。参加者の増加を

促す。 

 

 

 

・保護者に対し、日頃

から学校生活、情報

等をきめ細かく伝え

る情宣活動を検討す

る。 

・保護者対象に就職相

談会への参加促進を

図る。 

・保護者説明会の開催

案内、資料等 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

５７ 

5-21 （1/2） 

5-21 卒業生・社会人 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-21-1  卒業生へ

の支援体制を整備

しているか 

□同窓会を組織し、活動状

況を把握しているか 

□再就職、キャリアアップ

等について卒後の相談に適

切に対応しているか 

□卒業後のキャリアアップ

のための講座等を開講して

いるか 

□卒業後の研究活動に対す

る支援を行っているか 

4 ・同窓会組織「文化すみ

れ会」を組織。毎年、大

阪、東京のいずれかで総

会、懇親会を開催。 

・卒業生から再就職のた

めの相談や学校施設、設

備の利用等の申し出が

あれば積極的に対処。 

・阪急うめだ本店で在校

生作品の展示販売をし

ているが、これに卒業生

の参加を募り、独立起業

を支援している。 

・「文化すみれ会」への

関心を高め、総会出席

者を増やす。 

 

 

・卒業生と在校生の交流

の場づくりとビジネス

チャンスの創出。 

・「文化すみれ会」との

定期的な情報交換と活

動を支援する。 

 

・卒業生同士と在校生と

の交流を図るため、交

流会を定例化。 

 

・文化すみれ会会則 

5-21-2  産学連携

による卒業後の再

教育プログラムの

開発・実施に取組

んでいるか 

  

□関連業界・職能団体等と

再教育プログラムについて

共同開発等を行っているか 

□学会・研究会活動におい

て、関連業界等と連携・協

力を行っているか 

4 ・企業の新入社員研修を

受諾し、継続実施。 

・ファッションビジネス

学会全国大会、関西支

部総会で教員が研究成

果を発表。 

・文科省委託事業で開発

した教育プログラム

の実証講座を継続す

るが、受入れ企業の開

拓が当面の課題であ

る。 

・企業と連携して、社会

人の学び直し教育プ

ログラムの実証講座

を継続する。 

 

 



                                    

５８ 

5-21 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-21-3 社会人の

ニーズを踏まえ

た教育環境を整

備しているか 

□社会人経験者の入学に際
し、入学前の履修に関する
取扱いを学則等に定め、適
切に認定しているか 
□社会人学生に配慮し、長
期履修制度等を導入してい
るか 
□図書室、実習室等の利用
において、社会人学生に対
し配慮しているか 
□社会人学生等に対し、就
職等進路相談において個別
相談を実施しているか 
 

 

3 ・社会人を対象とした

進路説明会を実施。

大学・短大・専門学

校からの再進学者は

前期授業料 28万円を

免除。 

 

・単位制ではなく、時

間制であるため、社

会人の長期履修制度

は導入していない。 

・図書室、学内施設の

利用において、社会

人への配慮はない。 

・社会人対象に短期的

履修制度の検討、整

備。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学内施設、図書室等

の利用は一定の手続

きをすれば認める。 

・将来的に単位制、お

よ び GPA( グ レ ー

ド・ポイント・アベ

ェレージ)導入につい

て研究する。 

 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

５９ 

 

基準６ 教育環境 
 

総括と課題 
 

 
特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

・創立 70 周年事業の一環として、校舎の美装化、

耐震工事、教育設備・機器の更新導入等に取り組

み、2015 年 8 月末にすべて完了。施設、設備・

機器は設置基準に適合している。この結果、設

備・機器は当面、定期的な補修や修理等で対応で

きる。 

・2017 年 3 月に新校舎(南館)が竣工し、図書室(視

聴覚設備)、素材室、教員研修室等の充実、駐車ス

ペースを拡大。これに伴って、本館にミシン等を

導入し、「縫製研究室」を整備した。 

 

・学外実習やインターンシップについては、すべて

授業の一環として実施。その目的や意義等を事前

に学生や保護者に説明している。特に業界企業と

連携したインターンシップ研修には各学科とも

力を入れており、企業と職業教育協定書等を結

び、研修目的、意義、スケジュール等を明示。企

業から研修成果を評価してもらう仕組みを確立

している。 

 

・防災については年 1 回、消防避難訓練を実施。災

害発生時の初動マニュアルを整備済み。耐震化は

2014 年度中に完了した。 

 

・南館の新設に伴って、素材、ドローイング、商品

プラン等の授業を移行させ、稼働率が上がった。 

 

・南館の図書室に「WGSN」システムを導入済み。 

今後、新コンテンツの導入を検討する。 

 

・各学科でインターンシップを実施してきたが、受

入れ企業や内容、開始時期、期間等について全面

的な見直しが必要になってきた。 

 

・企業との連携による冠講座の開催、新規講座の拡

大を図る。 

 

・卒業作品等アーカイブのデータ化、および蔵書類

の充実。 

 

 

 

 

・教育設備、機器類は最新機器を導入する一方、定

期的な補修、更新を継続。つねに最新設備を使用

できる教育環境を整えている。 

 

・学外での産学連携事業を継続的に実施。具体例と

して、株式会社パルとの連携による学外における

実践店舗の運営。阪急うめだ本店スークとタイア

ップした卒業生、在校生のブランド展示即売会

「スーパークリエイティブアクト」の開催。いず

れも継続取り組み案件。 

 

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

６０ 

6-22 （1/2） 

6-22 施設・設備等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-22-1  教育上の

必要性に十分対

応した施設・設

備・教育用具等を

整備しているか 

□施設・設備・機器類等は設

置基準、関係法令に適合し、

かつ、充実しているか 

□図書室、実習室など、学生

の学習支援のための施設を

整備しているか 

□図書室の図書は専門分野

に応じ充実しているか 

□学生の休憩・食事のための

スペースを確保しているか 

□施設・設備のバリアフリー

化に取組んでいるか 

□手洗い設備など学校施設

内の衛生管理を徹底してい

るか 

□卒業生に施設・設備を提供

しているか 

□施設・設備等の日常点検、

定期点検、補修等について適

切に対応しているか 

□施設・設備等の改築・改

修・更新計画を定め、適切に

執行しているか 

4 ・施設・設備・機器類は 

設置基準に適合して

いる。特に機器類は

毎年、一定の割合で

設備更新を実施。 

・図書室(資料室)、保健

室のほか、学生が自

由に使用できる学生

ホールを整備済み。 

・2014 年度から創立 70

周年記念事業の一環

として施設・設備の

改修、更新工事に取

り組み、2016 度末で

完了した。また 2017

年 3 月、新校舎(南館

と呼称)が竣工。 

・設備機械の整備では、

最新ニット成型機、

無線 LAN 導入済み。

加えて耐震工事、ト

イレの美装改修工

事、全館 LED 化を完

了した。 

・オンラインオープンキ

ャンパスのためのコ

ンテンツの充実を図

った。 

・創立 70 周年記念事業

の集大成として、近

隣に土地 400 坪を購

入。2017 年 3 月に総

床面積 300 坪の南館

が竣工。本館と南館

の相乗効果を引き出

す。 

・これに伴って、図書室、

テキスタイルルーム

を拡充。その有効利

用を学科ごとに検討

する。 

・3 カ年計画で施設整備、 

機器等の更新、導入

を実施してきたた

め、当面は定期的な

点検、修理のみで対

応可。 

・クラス数の増加やコー

ス細分化に伴う教室

不足の解消が図れ

た。 

・オンライン授業の実施

に伴う設備の充実。 

 

・新校舎の稼働に伴い、 

教員研修室、図書室(資

料室)、およびテキスタ

イルルーム等を拡充。

資料、書籍、生地サン

プルを充実させた。 

・図書室の稼働率の改善

を図る。 

 

・図書室にオンラインで

ファッションの最新

情 報 を 検 索 で き る

「WGSN」システムを

導入。デザイン発想や

マーケティング授業

に生かす。 

 

・2019 年度中に本館全

教室を対象に WiFi の

全面入替え、およびサ

ーバーを更新する。 

 

 

 

 

・財産目録 

・蔵書一覧 
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中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

６２ 

6-23 （1/2） 

6-23 学外実習、インターンシップ等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-23-1 学外実習、

インターンシッ

プ、海外研修等の

実施体制を整備

しているか 

□学外実習等について、意

義や教育課程上の位置づけ

を明確にしているか 

□学外実習等について、実

施要綱・マニュアルを整備

し、適切に運用しているか 

□関連業界等との連携によ

る企業研修等を実施してい

るか 

□学外実習について、成績

評価基準を明確にしている

か 

□学外実習について実習機

関の指導者との連絡・協議

の機会を確保しているか 

□学外実習等の教育効果に

ついて確認しているか 

□学校行事の運営等に学生

を積極的に参画させている

か 

□卒業生・保護者・関連業

界等、また、学生の就職先

等に行事の案内をしている

か 

4 ・学外実習やインター

ンシップ、海外研修

はすべて授業の一環

として実施。その目

的、意義、実施概要

等を学生、保護者に

事前に説明してい

る。 

・業界との連携による

企業研修についても

その意義や目的を企

業にも理解してもら

い、成績評価を依頼

し、実効性を引き出

せるようにしてい

る。 

・ 学 校 行 事 で あ る

「BUNKA FESTA」、

運動会は学友会主導

で実施。 

・入学式、卒業式の案

内は、保護者、企業

等に文書で案内して

いる。卒業作品発表

会はホームページで

告知。学校関係者に

招待状を発送。 

 

・企画職、専門技術職

等の継続的インター

ンシップ体制の整

備、および受入れ企

業の開拓が急務であ

る。 

 

 

 

・企業によるインター

ンシップ評価システ

ムの見直し。 

 

 

 

・スーパーデザイナー

学科、ブランドマネ

ージメント学科の海

外研修費用は授業料

に合算して徴収し、

不足額は学校が負担

している。BM 学科

ではこの学校負担が

大幅増加となってき

た。 

・デザイナー、パタン

ナー職のインターン

シップ受入れ先へ継

続的開拓。 

・インターンシップの

評価システムを企業

とともに検討を加え

る。 

 

・一方、インターンシ

ップのあり方(内容、

および時期・期間等)

を学科ごとに再検討

する。 

 

 

・インターンシップ 

研修契約書 

・インターンシップ 

研修実施案 

・企業によるインター

ンシップ評価表 

・学院ホームページ 

 



                                    

６３ 

6-23 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-23-1 続き   (SD、C 学科) 

企業と連携し、コラボ

企画を実施し、就職な

どの意識を早いうちか

ら意識させている。 

実習機関の受入れ先企

業と綿密に打ち合わせ

をし、機会の確保を行

っている。教育効果を

確認し、就職指導など

に役立てている。 

   

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  
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6-24 （1/2） 

6-24 防災・安全管理 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-24-1 防災に対

する組織体制を

整備し、適切に運

用しているか 

□学校防災に関する計画、

消防計画や災害発生時にお

ける具体的行動のマニュア

ルを整備しているか 

□施設・建物・設備の耐震

化に対応しているか 

□消防設備等の整備及び保

守点検を法令に基づき行

い、改善が必要な場合は適

切に対応しているか 

□防災（消防）訓練を定期
的に実施し、記録を保存し
ているか 

□備品の転倒防止など安全

管理を徹底しているか 

□教職員・学生に防災研

修・教育を行っているか 

4 ・年に一度、学生、教

職員が参加して消防

避難訓練を実施。災害

発生時の初動マニュ

アルは整備できてい

る。 

・全校舎の耐震化は実

施済み。 

・防災(消防)訓練は毎年

6 月に実施している 

。 

・消防設備等の整備、

保守点検は消防署の

立入検査に基づき、適

宜改善している。 

・施設、機器備品、消

火設備等の定期的な

点検を実施する。 

 

 

 

 

 

 

・南館との連携した防

災対策計画の立案と

訓練実施。 

・マニュアルの見直し

と並行して、危機管

理マニュアルの策定

に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・消防訓練実施案 

・消防署からの改善 

指導 

・耐震工事 

6-24-2 学内にお

ける安全管理体

制を整備し、適切

に運用している

か  

□学校安全計画を策定して

いるか 

□学生の生命と学校財産を

加害者から守るための防犯

体制を整備し、適切に運用

しているか 

□授業中に発生した事故等

に関する対応マニュアルを

作成し、適切に運用してい

るか 

4 ・防犯体制整備の一環

として、校内に防犯カ

メラを設置。また警備

保障会社と契約を結

んでいる。 

 

・学校として危機管理

マニュアルを定め、学

内での事故等に対応

する。近隣の病院と契

約。 

 

・防犯カメラの増設。 

・「学校関係者以外の者

の無断立ち入り禁止」

看板の設置。 

 

 

 

 

 

・防犯カメラを４台に

増設済み。 

・不審者の無断立ち入

り防止のため、本

館・南館の門扉の開

閉時間をルール化。 

・災害等に対応できる

緊急連絡ネットワー

クの整備、および危

機管理マニュアルの

作成。 
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小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-24-2 続き □薬品等の危険物の管理に
おいて、定期的にチェック
を行うなど適切に対応して
いるか 
□担当教員の明確化など学
外実習等の安全管理体制を
整備しているか 

 ・学外実習等を実施す

るに際し、事前に実

習計画書、事後に実

習報告書を提出さ

せ、教員が引率する

ことを原則としてい

る。 

・「学生災害傷害賠償保

険」は 24 時間共済に

て加入済み。 

・「学生生徒 24 時間共

済」に学生全員が加

入。インターンシッ

プ参加者にも当然に

付保されている。 

 

・2017 年度入学者から

文部科学省認定のキ

ャリア教育共済「学

生・生徒24時間共済」

に加入。個人賠償保

険、治療費、葬祭費

用、死亡・後遺症等

を幅広くカバーでき

るのが利点。 

 24 時間共済への切り

替えは 2020 年に完

了する。 

・大阪府の条例施行に 

呼応して自転車通学 

者を対象に「自転車

運転保険」への加入

を義務化。未加入者

の自転車通学は認め

ない。 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

６６ 

 

基準７ 学生の募集と受入れ 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

・学生募集については、関西を中心に中四国、北陸、

山陰、九州地区の一部で進学説明会に参加する。 

・高校の進路指導教員と連絡を密にして、当校の教

育活動等の特徴や成果等の情報提供を継続して

実施。 

 

・学生募集は AO、指定校、学校推薦、一般等があ

り、いずれも大阪府専修学校各種学校連合会の自

主規制に従って、適切に募集活動を行っている。 

・学内で体験入学、オープンキャンパスを開催。実

習等を通して、当校の特徴ある教育内容が理解で

きるように工夫する一方、参加者との個別面談に

も時間をかけている。 

・選考方法は書類審査と面接、学科によっては課題

実習を課す。選考方法は学生募集要項に明記して

いる。 

・学科別の合格者数、辞退者数を時系列に把握。 

こうしたデータを参考に学科別の応募者数、入学

者数を予測しており、データ解析の精度は向上し

た。 

 

 

・一昨年来、愛知県、岐阜県からの入学者増加に着

手。このため両県で学校訪問やガイダンスを増や

す。 

 

・重点地域は大阪府、兵庫県、京都府。通学に便利

な京阪神間で知名度の向上を図り、高校ガイダン

スに力を入れる。特に服飾系コースのある高校と

の連携を深めていく。 

 

・これと並行して、ファッションへの興味を喚起す

るため、デザイナーの田山淳朗氏の協力を得て

「高校生ファッションデザイン画コンテスト」を

継続し、未参加校へアプローチをかける。 

 

・学生募集については高校との連携を図る一方で、

大学・短大学・社会人、および留学生の比率を徐々

に引き上げる。 

 

・WEB、SNS を活用し、学院情報を発信強化する。 

 

・Zoom を使ったオンラインでの個別相談会の実施。 

 

・選考基準の見直しに取り組む。 

 

 

 

 

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

６７ 

7-25 （1/3） 

7-25 学生募集活動 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-25-1 高等学校

等接続する教育

機関に対する情

報提供に取組ん

でいるか 

□高等学校等における進学

説明会に参加し教育活動等

の情報提供を行っているか 

□高等学校等の教職員に対

する入学説明会を実施して

いるか 

□教員又は保護者向けの

「学校案内」等を作成して

いるか 

4 ・関西、北陸、中四国、

東海、九州を中心に高

校の進路説明会、会場

ガイダンス等に参加。 

 

・服飾系コースを設置

している高校と連携

授業を実施している。 

 

・入学希望者の保護者

向けに「職業実践専門

課程」  パンフレット

を配布。職業教育に特

化した実践的取り組

みと就職状況を伝え

ている。 

 

・入学希望者の負担を

軽減するため、体験セ

ミナーを抑え、その分

をオープンキャンパ

スの回数を増やして

いる。 

 

・福山・岡山・名古屋

から無料送迎バスを

運行し、イベントへの

動員を図っている。 

・一定数の動員が見込

める高校での「進路説

明会」に重点を置く。

一方、大短大等も参加

する「会場ガイダン

ス」は厳選し、参加を

抑制する。 

 

 

・オープンキャンパス

では、『保護者説明

会』を併設開催して

おり、学院の教育事

業や学生支援等につ

いて保護者の理解を

深める。 

 

・WEB、SNS を活用 

 し、学院情報を発信 

 強化する。 

・大学との違い、就職

支援体制と就職率、

学納品の比較、奨学

金制度、教育ローン

等を説明したパンフ

レット『保護者の皆

様へ』を作成、配布。

見やすくわかりやす

いと好評であるた

め、アップデートし

て継続している。 

 

･インスタグラム、ツイ

ッター、ラインなど、 

 SNS を活用した学院

の情報を発信してい

る。 

 

・WEB オープンキャン

パスサイトをリリー

ス。 

 

・Zoom を使ったオンラ

インでの個別相談会

の実施。 

 

 

・高校ガイダンス 

報告書 

・会場ガイダンス 

報告書 

・保護者、高校向け 

職業実践専門課程 

パンフレット 

・『保護者の皆様へ』 

 説明パンフレット 

・WEB オープンキャン

パス ポスター 



                                    

６８ 

7-25 （2/3） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-25-2 学生募集

を適切、かつ、効

果的に行ってい

るか 

 

□入学時期に照らし、適切

な時期に願書の受付を開始

しているか 

□専修学校団体が行う自主
規制に即した募集活動を行
っているか 
□志願者等からの入学相談
に適切に対応しているか 

□学校案内等において、特

徴ある教育活動、学修成果

等について正確に、分かり

やすく紹介しているか 

 

 
□広報活動・学生募集活動
において、情報管理等のチ
ェック体制を整備している
か 

 

□体験入学、オープンキャ

ンパスなどの実施におい

て、多くの参加機会の提供

や実施内容の工夫など行っ

ているか 

 

 

□志望者の状況に応じて多

様な試験・選考方法を取入

れているか 

4 ・大阪府専修学校各種学

校連合会のガイドライ

ンに従って募集活動を

行い、6 月から AO エ

ントリー受付、入学願

書受付は 8 月以降であ

る。 

・体験入学やオープンキ

ャンパスの中で授業内

容等について、理解し

やすい説明を心がけて

いる。志願者との個別

相談に重点を置いてい

る。 

・学生募集活動で入手し

た個人情報の管理体制

は整備済み。 

・学校案内では、学科 

コース特徴や企業と

の連携状況、およびそ

の成果、就職実績等を

正確かつ分かりやす

く紹介している。 

・体験入学では平常行っ

ている授業内容が理解

できるようにメニュー

を工夫している。 

・またオープンキャンパ

スでは志願者の保護

者対象の説明会を併

催し、理解を得る 

・AO 入試面接のあり方、

評価方法の改善を図る。 

 

・2019 年度から導入し

た AO 入試のネットで

のエントリー及び 

インターネット出願

者の利用度を高める。 

 

・2019 年度のネットに

よる出願は 13 名、 

AO 入試のネットエン

トリーは 3 名。 

 

 

・平成 29 年度の AO 面

接から以下の内容で

実施する。 

 面接官が評価項目ご

とに、①A、B、C、D

評価で記入、②面接時

の印象や感想等を記

述する。この評価は学

科で保存。入学後の学

生指導に活用する。 

 

・遠方の入学志願者向け

にオンラインでの面

接を取り入れる。 

 

・AO 入試のネットエン

トリー数を増やすた

め、募集要項への 

掲載、オープンキャン

パス等の説明会での

告知を行う。 

 

・学生募集活動に関する 

 個人情報はデータで

管理し、セキュリティ

ーに万全を期す。 

・廃棄に際しては専門処

理業者に委託。 

 

・将来の高大接続(選考制

度の改定)に対応し、入

試制度の見直しを進

める。 

・2019 年募集要項 



                                    

６９ 

7-25 （3/3） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 

 最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

７０ 

7-26 （1/2） 

7-26 入学選考 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-26-1 入学選考

基準を明確化し、

適切に運用して

いるか 

□入学選考基準、方法は、

規程等で明確に定めている

か 

□入学選考等は、規程等に

基づき適切に運用している

か 

□入学選考の公平性を確保

するための合否判定体制を

整備しているか 

4 ・入学選考基準、方法

は学生募集要領に明

記し、入学説明会等

で説明している。 

・入学選考には AO、指

定校推薦、推薦、一

般、編・転入学があ

るが、各選考基準を

遵守し、実施してい

る。 

 

 

・AO による入学者が全

体の 85%を占めてい

る。入学選考は面接

(一般入学、再進学、

留学生については論

文を課す)を基本にし

ているため、受験者

の基礎的な能力等を

判断しにくいことは

否めない。 

・2020 年入学予定者か

ら進路変更の項目を外

し、一般入学の区分を以

下の通りに変更。 

‣一般入学 A(高卒・高卒

同等)  

‣一般入学 B(大学短大・

専門学校からの再進学)  

‣一般入学 C(高認未取

得)  

‣一般入学 D(外国人留学

生)に変更。 

‣編・転入学 

・入学選考基準 

・2020 年度募集要項 

7-26-2 入学選考

に関する実績を

把握し、授業改善

等に活用してい

るか 

□学科毎の合格率・辞退率

などの現況を示すデータを

蓄積し、適切に管理してい

るか 

□学科毎の入学者の傾向に

ついて把握し、授業方法の

検討など適切に対応してい

るか 

□学科別応募者数・入学者
数の予測数値を算出してい
るか 
□財務等の計画数値と応募
者数の予測値等との整合性
を図っているか 
 

4 ・学科ごとに出願者数、

合格者数、辞退者数

を把握し、暦年デー

タとして管理。 

・3 カ年計画で 2019 年

度以降の学科別入学

者数の目標を設定し

ている。 

・次年度入学者数を 11

月に予測。出願者数

の推移や前年実績を

参考に学科ごとの入

学者数の推定値を算

定し、クラス編成、

教員・講師の配置等

を決める。 

・経済的理由による辞

退者への対応。例え

ば分納、延納、ある

いは奨学金の借り増

し等の措置を講じ

る。 

・2020 年度からの高等

教育の修学支援制度

を申請、受理された。 

 

・学科によって定員と

実績の乖離が目立

つ。 

 

 

・入学志願者の保護者

を対象に提携教育ロ

ーン等の説明、紹介。 

・オープンキャンパス

で入学前に必要な学

費等について、フィ

ナンシャルプランナ

ーによる説明会を開

催。これを継続。 

・入学後の学校独自の

奨学金制度の充実。 

 

・総定員、および学科

定員を見直しに取り

組む。 

 



                                    

７１ 

 

7-26 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

７２ 

7-27 （1/1） 

7-27 学納金 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-27-1 経費内容

に対応し、学納金

を算定している

か 

□学納金の算定内容、決定

の過程を明確にしているか 

□学納金の水準を把握して

いるか 

□学納金等徴収する金額は
すべて明示しているか 
 
 

4 ・学納金、学生諸費等

の徴収金額をすべて

明示。学生諸費の明

細も公表している。 

・学納金の妥当性につ

いては、学院の収支

状況を鑑み、大専各

連加入の他専門学校

の学費データや同業

他校の学納金を比較

検討し、素案をまと

める。それをもとに

学院会議で決議し、

理事会の承認を得

る。 

・2019 年 10 月に消費

税が 8%から 10%に

引き上げられたが、

学納金の改定は見送

った。 

・将来の IT 化に伴い、

学納金の引上げは必

要と考える。 

・学納金の改定につい

ては、常に在籍者数の

増減や経費構造の見直

す等のシミュレーショ

ンを行い、検討を続け

る。 

 

・2020 年度募集要項 

7-27-2 入学辞退

者に対し、授業料

等について、適正

な取扱を行って

いるか 

□文部科学省通知の趣旨に

基づき、入学辞退者に対す

る授業料の返還の取扱いに

対して、募集要項等に明示

し、適切に取扱っているか 

4 ・学生募集要項の中で

『3 月 31 日までに入

学を辞退した場合、

授業料、施設維持費

を返還する』旨、明

記している 

・入学辞退者から授業

料返還等について苦

情はない。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

７３ 

基準８ 財 務 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

・過去 20 年以上無借金経営を堅持し、財務基盤は 

安定している。しかし今後、在籍学生数の変動は

避けられないと判断。これからの経営環境の変化

に対応して人件費、教育研究費、管理費等を適切

に管理できる。 

 

 

・監事による監査に加え、監査法人による外部監査

を実施している。外部からの指摘や改善意見につ

いては迅速かつ適切に対応している。 

 

 

 

・施設の補修、耐震工事はすべて完了。また今後、 

大型設備機器の導入も予定もないが、遠隔授業の

実施に伴いシステム関連投資が発生する。 

 

・財務的には、従来通り健全経営を維持する。ただ

し、教育環境の整備、入学者数の確保のための投

資は積極策を継続する。一方、人件費等の固定経

費軽減に取り組み、逆風に強い体質を目指す。 

 

・具体的には、広報費用等の学校資産として残らな

いものは節約し、教員研修、設備の刷新・増強、

海外とのネットワークづくりなど、学校の資産と

なる有形無形のものへの投資は積極策で臨む。 

 

 

 

 

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

７４ 

8-28 （1/2） 

8-28 財務基盤 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-28-1 学校及び

法人運営の中長

期的な財務基盤

は安定している

か 

□応募者数・入学者数及び

定員充足率の推移を把握し

ているか 

□収入と支出はバランスが

とれているか 

□貸借対照表の翌年度繰越

収入超過額がマイナスにな

っている場合、それを解消

する計画を立てているか 

□消費収支計算書の当年度
消費収支超過額がマイナス
となっている場合、その原
因を正確に把握しているか 
□設備投資が過大になって
いないか 
□負債は返還可能の範囲で
妥当な数値となっているか 
 

4 ・過去 20 年以上無借金

経営を継続してお

り、財務基盤は安定

している。在校生数

の変動に対応して人

件費、教育研究費、

管理費等を適切にコ

ントロールしてい

る。 

・財務安定の一環とし

て、退学者の低減に

取り組む。 

・今後、在校生数の推

移に不安定な要素が

あるが、当面、施設

設備の更新等には自

己資金で十分まかな

える。 

 

・2018 年 4 月時点の在

籍者数は 607 人。

2019年 4月の在籍者

は入学者数が前年比

44人増の 341人とな

ったため 682 人。 

 

・在籍学生数の変動に

合わせて人件費、管

理費などの固定費の

削減を考える。 

 

・定員充足率 85%で推

移。 

 

・クラス担任制の弾力

的運用の検討。 

・在籍者の増加に伴い、 

教員 1 人を採用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一部の学科で複数ク

ラス担任制を取り入

れた。その結果を引

き続き検証する。 

 

・事業活動収支計算書 

・資金収支計算書 

・貸借対照表 

8-28-2 学校及び

法人運営に係る

主要な財務数値

に関する財務分

析を行っている

か 

□最近 3 年間の収支状況

（事業活動収支・資金収支）

による財務分析を行ってい

るか 

□最近 3 年間の財産目録・

貸借対照表の数値による財

務分析を行っているか 

 

 4 ・事業活動収支、資金

収支、貸借対照表等

について財務分析を

時系列的に行い、理

事会でその結果を報

告審議している。 

・特になし。 ・特になし。 ・理事会議案書 

 



                                    

７５ 

8-28 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-28-2 続き □最近 3 年間の設置基準等

に定める負債関係の割合推

移データによる償還計画を

策定しているか 

□キャッシュフローの状況

を示すデータはあるか 

□教育研究費比率、人件費

比率の数値は適切な数値に

なっているか 

□コスト管理を適切に行っ

ているか 

□収支の状況について自己

評価しているか 

□改善が必要な場合におい

て、今後の財務改善計画を

策定しているか 

 ・無借金経営のため負

債はない。よって償

還計画は策定してい

ない。 

・2019 度の人件費比率

は 36.6%(前年 41.6%)

教育研究経費率は

33.1%(前年 38.8％ )

となり、ほぼ適切な

数値と判断する。教

育活動収入が予算比

2,273 万円強の増加、

人件費が予算比 236

万円の減となり、人

件費比率が低下。 

・不要不急の旅費交通

費の削減に努めた。 

・新校舎竣工による減

価償却費が増加。 

  

 

 

 

・既存施設の補修等は

ほぼ一巡した 

・新校舎竣工に伴い、 

資料室、素材教室を

拡充した。今後は図

書、新素材等コンテ

ンツの充実、教員研

究のためのヴィンテ

ージ作品の収集に努

める。 

・SNS やオンラインを

活用することで広報

費用の削減を図り、

その削減分を学生、

教職員の研修、海外

でのネットワークづ

くりに振り向ける。 

 

 

・理事会議案書 

（説明資料） 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

７６ 

8-29 （1/2） 

8-29 予算・収支計画 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-29-1 教育目標

との整合性を図

り、単年度予算、

中期計画を策定

しているか 

□予算編成に際して、教育

目標、中期計画、事業計画

等と整合性を図っているか 

□予算の編成過程及び決定

過程は明確になっているか 

4 ・予算編成について事

業計画との整合性

は図れている。 

・ 予算編成は、中期計

画に沿って単年度予

算を策定。具体的に

は前年の月から予算

立案に着手。教務、

事務局、入試広報課

からのボトムアップ

方式で原案をまとめ

る。 

・学科の強みや独自性

を発揮するため、学科

長からの提案を今後も

予算に反映していく。 

 

 

・特になし。 ・理事会資料 

8-29-2 予算及び

計画に基づき、適

正に執行管理を

行っているか 

□予算の執行計画を策定し

ているか 

□予算と決算に大きな乖離

を生じていないか 

□予算超過が見込まれる場

合、適切に補正措置を行っ

ているか 

□予算規程、経理規程を整
備しているか 
□予算執行にあたってチェ
ック体制を整備するなど適
切な会計処理行っているか 

4 ・予算執行状況を月次 

ベースで把握。予算

と実績の乖離をチ

ェック。異常値を早

期に発見し、できる

措置を講じる。 

・予算過不足が見込ま

れる場合は、年度末

までに補正措置を行

っている。 

・学科長、学科主任等

の管理職の予算立

案、企画提案を推進

し統制力の向上を

図る。 

・学科長、学科主任等

を対象に予算執行状

況・統制等に関する社

内研修を行う。 

 

 



                                    

７７ 

8-29 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

７８ 

8-30 （1/1） 

8-30 監査 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-30-1 私立学校

法及び寄附行為

に基づき、適切に

監査を実施して

いるか 

□私立学校法及び寄附行為
に基づき、適切に監査を実
施しているか 
□監査報告書を作成し理事
会等で報告しているか 
□監事の監査に加えて、監
査法人による外部監査を実
施しているか 
□監査時における改善意見
について記録し、適切に対
応しているか 

4 ・会計監査契約をして

いる会計事務所から

年 1 回、公認会計士

が来校し、外部監査

を実施している。 

・日常の事業運営や会

計処理、税務等につ

いても、会計事務所

からアドバイスを受

け、内部監査は年 2

回実施。 

・財務内容の健全性を

堅持しており、特に

問題はない。 

・契約している公認会

計士事務所との連携

を強化。 

・監査報告 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

７９ 

8-31 （1/1） 

8-31 財務情報 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-31-1 私立学校

法に基づく財務

情報公開体制を

整備し、適切に運

用しているか 

□財務公開規程を整備し、

適切に運用しているか 

□公開が義務づけられてい

る財務帳票、事業報告書を

作成しているか 

□財務公開の実績を記録し

ているか 

□公開方法についてホーム

ページに掲載するなど積極

的な公開に取組んでいるか 

4 ・財務情報公開は職業

実践専門課程申請に

合わせて、平成 25 年

度から実施。理事会、

評議員会で審議・承

認後に自己評価報告

書、学校関係者評価

委員会、教育課程編

成委員会の議事録、

財務状況等の情報を

ホームページで公

開。 

 

・資金収支、事業活動

収支計算書、貸借対

照表。前年と該当年

度を時系列に比較で

きるように表記。 

・公認会計士事務所に

よる監査に加え、監

事による内部監査を

実施したうえで公開

しており、何ら問題

はない。 

 

・特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・財務情報として公開

するのは、資金収支計

算書、事業活動収支計

算書、貸借対照表であ

る。 

・学院ホームページ 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

                            

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

８０ 

基準９ 法令等の遵守 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

・学校教育法、専修学校設置基準等の関係法令、お

よび学則、就業規則等に基づき、学校の理念、方

針の実現のため適正な学校運営に努めている。 

 

・多岐にわたる法令解釈に関しては、大阪府私学大

学課等の行政機関等と相談し、逸脱のないように

している。また顧問弁護士とも連携をとってい

る。 

 

・いじめ防止の基本方針を 2014 年に策定済み。 

 

・コンプライアンス規程を 2020 年に策定。 

 

 

 

 

・学校運営に必要な規則、規程を整備し、適切に運

用している。 

・ハラスメント防止規則を策定する。 

・災害、事故等の緊急連絡ネットワークの総点検、 

危機発生時における対応マニュアルを策定する。 

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

８１ 

9-32 （1/1） 

9-32 関係法令、設置基準等の遵守 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-32-1 法令や専

修学校設置基準

等を遵守し、適正

な学校運営を行

っているか 

□関係法令及び設置基準等

に基づき、学校運営を行う

とともに、必要な諸届等適

切に行っているか 

□学校運営に必要な規則・

規程等を整備し、適切に運

用しているか 

□セクシュアルハラスメン

ト等の防止のための方針を

明確化し、対応マニュアル

を策定して適切に運用して

いるか 

□教職員、学生に対し、コ

ンプライアンスに関する相

談窓口を設置しているか 

□教職員、学生に対し、法

令遵守に関する研修・教育

を行っているか 

4 ・学校教育法、専修学

校設置基準等の関係

法令、および就業規則

に基づき、学校の理

念、方針の実現のた

め、適正な学校運営に

努めている。 

・多岐にわたる法令の

解釈に関しては大阪

府等の行政担当窓口

や顧問弁護士に相談

し、逸脱のないように

している。 

・コンプライアンス規

程を 2020 年に策定。 

・ハラスメント防止規

則を策定する。 

 

・災害、事故等の緊急

連絡ネットワークの

総点検、 

・危機発生時における   

 対応マニュアルを策  

 定する。 

 

・災害、事故等の緊急

連絡ネットワークの

総点検、 

・危機発生時における

対応マニュアルを策

定する。 

・大専各主催の法令遵

守に関する研修等へ 

 教職員を参加させ

る。 

 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

８２ 

9-33 （1/1） 

9-33 個人情報保護 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-33-1 学校が保

有する個人情報

保護に関する対

策を実施してい

るか 

□個人情報保護に関する取

扱方針・規程を定め、適切

に運用しているか 

□大量の個人データを蓄積

した電磁記録の取扱いに関

し、規程を定め、適切に運

用しているか 

□学校が開設したサイトの

運用にあたって、情報漏え

い等の防止策を講じている

か 

□学生・教職員に個人情報

管理に関する啓発及び教育

を実施しているか 

4 ・入学志願者、在校生、

卒業生、および教職員

等の学校が保有する

個人情報に関して、

「在校生等に関する

個人情報」の規程に基

づき適正に運用して

いる。 

・個人情報保護規定、

情報セキュリティ管

理規程を策定する。 

 

・大専各連等が開催す

るセミナーへ参加に

よる啓発活動を実施。 

・教職員に対する個人

情報管理に関する啓

発、教育活動の充実。 

 

・情報リテラシー研修

を在校生対象に継続

実施。 

・個人情報保護や人権、

SNS 等の外部セミナ

ーに教員を参加させ

る。 

 

・外部の情報セキュリ

ティアドバイザーを

委託し、情報リテラシ

ー研修を定例化。SNS

等の活用に伴うリス

ク軽減するとともに、 

ネットパトロール等

の業務を委託。 

 

・「在校生等に関する 

個人情報」の規定 

・情報機器管理規定 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者 

 

 



                                    

８３ 

9-34 （1/2） 

9-34 学校評価 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-34-1 自己評価

の実施体制を整

備し、評価を行っ

ているか 

□実施に関し、学則及び規
程等を整備し実施している
か 

□実施にかかる組織体制を

整備し、毎年度定期的に全

学で取組んでいるか 

□評価結果に基づき、学校

改善に取組んでいるか 

4 ・自己評価委員会規程を

整備済み。 

・校長、事務局長、学科

長等で構成する自己評

価委員会を設置。ここ

が窓口となって自己点

検、自己評価を実施し、

報告書を作成。 

・自己評価委員会の構成

員の見直し、特に若手

教職員の意見、評価を

反映させる仕組みづ

くり。 

・評価結果に基づく改善

の進捗状況を確認で

きる体制づくり。 

・2019 年度より学科長

から委員を選出。学校

運営の現状について

理解を深める。 

 

・校長が招集し、学内で

進捗管理の仕組みづ

くり。 

・自己評価報告書 

9-34-2 自己評価

結果を公表して

いるか 

□評価結果を報告書に取り

まとめているか 

□評価結果をホームページ

に掲載するなど広く社会に

公表しているか 

4 ・自己評価報告書をまと

め、ホームページで公

開する一方、学校関係

者評価委員会で意見聴

取。 

・入学志願者、在校生  

の保護者を対象に自

己評価報告書の概要

を説明する。 

・2018 年度から保護者

説明会等で評価結果

を説明しており、これ

を継続する。 

・自己評価報告書 

・学院ホームページ 

9-34-3 学校関係

者評価の実施体

制を整備し評価

を行っているか 

□実施に関し、学則及び規

程等を整備し実施している

か 

□実施のための組織体制を

整備しているか 

□設置課程・学科に関連業

界等から委員を適切に選任

しているか 

□評価結果に基づく学校改
善に取組んでいるか 

4 ・規程は整備している

が、学則には記載な

し。 

・関連業界から学科の特

徴に応じ、適切な委員

を選任する。任期は 2

年、再任を妨げない。 

・学校関係者評価委員会

の構成メンバーの見

直し、増員。 

・企業委員の出席が担保

しにくい。各委員のス

ケジュール調整に難。 

欠席の企業委員には

事後説明のため訪問

している。 

 

 

 

・服飾系を設置している

高校に対し、学校関係

者評価委員の就任を

依頼。2019 年から委

員就任の承諾を得た。 

・保護者代表の交代に伴

い改選、企業委員の退

職に伴い、新委員を選

任済み。 

 

・学院関係者委員会 

規程 

9-34-4 学校関係

者評価結果を公

表しているか 

□評価結果を報告書に取り

まとめているか 

□評価結果をホームページ

に掲載するなど広く社会に

公表しているか 

4 ・学校関係者評価委員会

を定期開催し、その評

価結果を説明。その議

事録をホームページに

掲載。 

・学校案内パンフレット

で職業実践専門課程

の趣旨、および認定学

科の概要等を掲載し

ている。 

・特になし。 ・学院ホームページ 

・学校関係者評価委員会 

 議事録 



                                    

８４ 

9-34 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

  

最終更新日付 2019 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

８５ 

9-35 （1/1） 

9-35 教育情報の公開 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-35-1 教育情報

に関する情報公

開を積極的に行

っているか 

□学校の概要、教育内容、

教職員等教育情報を積極的

に公開しているか 

□学生、保護者、関連業界

等広く社会に公開している

か 

4 ・職業実践専門課程「様

式 4」に従って、学校

概要、教育内容等を

公開。 

・産学連携事業の取り

組み実績をホームペ

ージで紹介。 

・保護者、関連業界へ

の周知仕方を工夫す

る。 

 

・保護者向け説明パン

フレット等を29年度

から作成済み。この

パンフレットを毎年

改定し、配布してい

る。 

 

 

・職業実践専門課程 

「様式－４」 

・学院ホームページ 

・保護者向け説明パン 

フレット 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

８６ 

基準１０ 社会貢献・地域貢献 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

・高校との連携事業には継続して取り組んでい

る。具体的には当校から教員を高校に派遣、あ

るいは高校生に当校に来てもらって、デザイ

ン、縫製、就職指導等の連携授業を複数高校で

実施。高校との協力、支援体制を固めている。 

 

・世界的デザイナー、田山淳朗氏と組んで、近畿、

中四国、北陸地区の高校生を対象に「ファッシ

ョンデザイン画コンテスト」を開催中。高校生

にファッションの楽しさ、おもしろさを感じて

もらうのが目的。 

 

・ファッション・繊維業界団体「関西ファッショ

ン連合」の協賛団体として、ファッション情報

や品質管理、素材、人材育成、IT などに、関す

る各種セミナーへの参加等。産学連携事業に取

り組む窓口として連携を強化している。 

・ボランティア活動に取り組む R・B・K(リボー

ン関西)主催の「子供たちを笑顔にするデザイン

募集」に協賛し、学生たちが各種デザイン提案

や雑貨を制作。 

・SDGs(Sustainable Development Goals)に企業

と連携して取り組む。『持続可能な社会と学校

のカリキュラム』をテーマに研究に着手。 

 

 

・ファッション系のコースがある高校に重点を置き、

講師派遣や出張授業等の高専連携を継続する。 

 

・デザイン画コンテストでは「学校別団体賞」を設

け、高校間の競争意識を喚起した。 

 

・令和元年(2019 年)のデザイン画応募数は 556 点。

秋フェスイベントの一環として、表彰式を実施。

このイベントへ高校生、保護者、高校教員の動員

を図るため、バスをチャーターしており、岡山、

福山、四国などからバスによる動員は必須と考え

る。 

 

・「関西ファッション連合」の加盟企業の管理職を対

象に社会人の学び直し教育プログラムを提案。 

 「リカレント教育」を事業として定着させる。 

 

・セレクトショップの IZA が主催する IZA PINK

クリスマスに参加。乳がんサバイバーがモデルを務

めるファッションショーのスタイリングを考案し

て実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

８７ 

10-36 （1/3） 

10-36 社会貢献・地域貢献 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-36-1 学校の教

育資源を活用し

た社会貢献・地域

貢献を行ってい

るか 

□産・学・行政・地域等との

連携に関する方針・規程等を

整備しているか 

□企業や行政と連携した教

育プログラムの開発、共同研

究の実績はあるか 

□国の機関からの委託研究

及び雇用促進事業について

積極的に受託しているか 

□学校施設・設備等を地域・

関連業界等・卒業生等に開放

しているか 

□高等学校等が行うキャリ

ア教育等の授業実施に教員

等を派遣するなど積極的に

協力・支援しているか 

□学校の実習施設等を活用

し高等学校の職業教育等の

授業実施に協力・支援してい

るか 

□地域の受講者等を対象と

した「生涯学習講座」を開講

しているか 

□環境問題など重要な社会

問題の解決に貢献するため

の活動を行っているか 

□教職員・学生に対し、重要

な社会問題に対する問題意

識の醸成のための研修、教育

に取組んでいるか 

4  

・企業との連携による

『市街地における店

舗運営教育プログラ

ム』を開発済み。その

成果を公表し、他の専

門学校で活用されて

いる。カリキュラムの

全国的普及に寄与。 

 

・高校からの依頼に応じ

て、デザイン、パター

ン、就職面接等の出張

授業を複数校で展開

している。 

 

・高校生を対象に「高校

生フアッション画コ

ンテスト」を開催、受

賞者や教員を集め表

彰式、ショーを実施。 

 

 

・実店舗の長期運営教育

プログラムと並行して、

WEB ショップの立ち上

げ、運営を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高専連携を拡大強化す

る。 

・留学生を対象に日本語

学校での出張授業を

実施するため、教育プ

ログラムを整備した。 

 

・ファッション画コンテ

スト参加校の拡大を

図るため、主要な高校

を訪問。 

 

・WEB ショップ運営に

必須となる SNS 関連

の特別講義を実施。こ

れと並行して、ファッ

ションビジネス学科

インフルエンサーコ

ースに授業科目とし

て導入した。 

 

・高校訪問を積極化し、

連携授業の提案をす

る。特にデザイン、パ

ターン、縫製、ブラン

ド開発、ショー演出、

スタイリング等のメ

ニューを整備。 

 

・セレクトショップの

IZA が主催する IZA 

PINK クリスマスに参

加。乳がんサバイバーが

モデルを務めるファッ

ションショーのスタイ

リングを考案して実施

した。 

・ニフレルで SD,C 科学

生が特別ショーを実施。 

 

・高校との連係授業

実施報告書 

 

・高校生ファッショ

ンデザイン画 

コンテスト実施

要領 



                                    

８８ 

10-36 （2/3） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-36-2 国際交流

に取組んでいる

か  

□海外の教育機関との国際

交流の推進に関する方針を

定めているか 

□海外の教育機関と教職員

の人事交流・共同研究等を行

っているか 

□海外の教育機関と留学生

の受入れ、派遣、研修の実施

など交流を行っているか 

□留学生の受入れのため、学
修成果、教育目標を明確化
し、体系的な教育課程の編成
に取組んでいるか 

□留学生の受入れを促進す

るために学校が行う教育課

程、教育内容・方法等につい

て国内外に積極的に情報発

信を行っているか 

4 ・海外の教育機関との交

流は、伊ポリモーダ校

との間で交換留学生制

度、教員・学生研修、

ポリモーダ校の卒業シ

ョーへの参加等の交流

を進めている。 

 

 

・米国ニューヨークのFIT

とは、ブランドマネー

ジメント学科 2 年全員

が約 10 日間、研修を実

施。 

・ファッションビジネス学

科バイヤーコースの学生

による韓国での買い付け

を継続。 

・ファッションのトップク

ラスの大学で組織する

国際ファッション工科

大学連盟(略称:IFFTI)に

加盟済み。IFFTI 主催の

GFW(グラデュエート・

ファッション・ウィーク)

の卒業ショーに参加。 

・ 学 院 の 英 語 表 記 を

OIF(Osaka Institute 
of  Fashion)に変更。 

・英文ホームページを改

定。 

・ポリモーダ校とは継続

的かつ多面的な提携

関係を維持し、両校間

のメリットを追求す

る。これに加え、ポリ

モーダ校ファッショ

ンデザイン学科 3 年、

または4年に正規学生

として編入できる契

約を結んだ。 

 

・FIT とは研修内容につ

いて見直し協議。 

 

 

 

・中国、台湾、ベトナム、

インドネシア、ロシ

ア、スペイン等の大

学、専門学校との教育

連携を通して、留学生

の掘り起こし。 

 

 

・ポリモーダ校ファッシ

ョンデザイン学科へ

の正規編入者を増や

す。 

・そのための海外留学支

援制度を整備済み。 

・海外からの留学生獲得

を狙いに、創立 75 周

年パンフの制作のた

め、調査に着手。 

 

・ロシア、ウラジオスト

ク大学において当校教

員がパターンワークシ

ョップを実施。 

・卒業作品発表会に

Polimoda 校以外にもロ

シア、韓国、スペインな

ど多数のゲストが来日

し交流を深めた。 

・スペインバレンシアガ

美術館主催のコンテス

トに参加。 

 

 

 

 

 

・伊ポリモーダとの

業務提携契約書 

・伊ポリモーダ研修

実施案および報

告書 

・米国ニューヨーク

FIT との研修契

約書 

・韓国バイイングツ

アー報告書 

・海外留学生支援制

度 
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10-36 （3/3） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  
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10-37 （1/1） 

10-37 ボランティア活動 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-37-1 学生のボ

ランティア活動

を奨励し、具体的

な活動支援を行

っているか 

□ボランティア活動など社

会活動について、学校とし

て積極的に奨励しているか 

□活動の窓口の設置など、

組織的な支援体制を整備し

ているか 

□ボランティアの活動実績

を把握しているか 

□ボランティアの活動実績

を評価しているか 

□ボランティアの活動結果

を学内で共有しているか 

3 ・ボランディア活動等

について、特に具体

的な活動を奨励して

いない。 

・学内イベントで売上

金の一部をユネスコ

へ寄付している。 

・セレクトショップの

IZA が主催する IZA 

PINK クリスマスに参

加。乳がんサバイバー

がモデルを務めるファ

ッションショーのスタ

イリングを考案して実

施した。 

 

 

 ・大阪府、大阪市等が

主催、共催する社会

活動への参加を呼び

かける。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

  

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 7 月 1 日 記載責任者  



                                    

９１ 

4 2019 年度重点目標達成についての自己評価 

令和元年度重点目標 達成状況 今後の課題 

(教務) 

① 「プラン・ドゥ」教育を徹底し、教育の質向

上に取り組み、業界の採用ニーズに対応した 

多彩な人材を数多く育成、輩出する。 

② 企業と連携し、インターンシップやコラボレ

ーション事業の推進、および教員研修の実施

等に継続して取り組む。 

③ 将来の職種に対応したコースの設置とそれ

に合致した教育カリキュラムを確立する。 

④ 中途退学者を減少させるため、きめ細かな学

生対応を図る。 

 

(就職・学生支援等) 

① 出口戦略を強化し、就職率の向上を図る。特

に東京、関西圏の大手企業を中心に企画職、

総合職として就職させることに重点を置く。 

② 卒業生の中で就職希望者の割合を高める。 

 

(学生募集) 

①令和 2 年度の入学目標を 335 人とし、安定的

な在校者数を確保する。 

 

(その他) 

・令和元年度より新たに中長期計画を立案。㈱リ

クルートをパートナーとして中長期戦略会議

を発足。 

 

 

(教務) 

・継続して企業と連携したインターンシップ研修を

実施する一方、パルグループと組んで店舗開設、

サンエーbdによる販売員育成講座等を開催した。 

・企業との連携事業も多彩に取り組み、職業教育の

魅力化を発信するため、倉敷ファッションセンタ

ーとのコラボによるデニムプロジェクトを実施。

デザイン発想力をアピールするため阪急うめだ本

店での作品展示販売、装苑、ニフレルとコラボし

たショー等を展開。 

・2018 年から SNS を利用したインフルエンサーの育

成に着手し、そのためのカリキュラム開発に取り

組んだ。 

・退学者対策としては、特に新入生に対し、人間関

係や学習への取り組み方等きめ細かな指導・支援

を行なった。しかしながら在籍者増に起因する部

分もあり 2019 年度の退学者(除籍者含む)は 116

名、退学率 17％で昨年より 3.6％増の結果となっ

た。 

 (就職・学生支援等) 

・2019 年度の卒業者数 193 人、就職希望者数 156 人、 

うち就職内定者は 152 人(就職率 97%)。 

(学生募集) 

・入学希望者の負担軽減のため、オープンキャンパ

スに重点を置くことで、来校者数が増加。 

・2019 年度の出願者数は 369 人(うち辞退 11 人)、対

前年比 17人増となり、2020年 5月の在籍者数 728

人。 

・募集エリアを岐阜、愛知にも広げ、その成果が 

 引き出せた。 

 

(教務) 

・「教育内容の充実」「出口戦略の強化」を基本戦略

とする。SD学科は、伊ポリモーダへの短期留学制

度、コンテストで多数の入賞実績をテコに質の高

さを訴える。FC学科は幅広い体験、適性に合致し

たコースの多彩さを重点に置く。FB学科は企業と

連携した冠講座の展開、海外バイイングツァー、

BM 学科は長期店舗運営、FIT 研修、さらにプロデ

ューサーコースでは開発した商品の関コレデビュ

ー等。ST、STM 学科は、引き続き、東京でスタイ

リストアシスタントとして就職を定着させる。 

・海外のファッション専門学校との連携を強化拡大

していく。 

・海外への留学生拡大のため、支援制度を整備済み。 

・退学者対策としては、担任によるきめ細かなケア

に加え、奨学金制度、あるいは転科等の措置も視

野に入れ、半減を目標にする。 

 

 (就職・学生支援等) 

・前年並みの就職率をキープする。求職者の比率を

高めるため、就職に対する動機づけの指導をして

いく。 

 (学生募集) 

・企業と連携したインターンシップ研修や海外研修、

留学制度を訴え、他校にない魅力を伝える。 

・学校ガイダンスを強化し、初接触者の増加 

・LINE、Twitter 等の SNS 戦略の強化のため、シス

テム導入。 

・オンラインを活用した学生募集の強化。 
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5 2019 年度財務諸表  

（単位　円）

【 収入の部】 【 支出の部】

科　　　　目 科　　　　目

学生生徒納付金収入 703,932,100 人件費支出 278,518,292

手数料収入 4,488,000 教育研究経費支出 201,793,561

寄付金 576,000 管理経費支出 148,166,106

補助金収入 1,041,618 借入金等利息支出 0

資産売却収入 12,270 借入金等返済支出 0

付随事業・収益事業収入 28,108,989 施設関係支出 0

受取利息・配当金収入 9,662,539 設備関係支出 20,412,000

雑収入 4,803,213 資産運用支出 63,850

前受金収入 503,466,500 その他の支出 22,530,786

その他の収入 10,229,799 資金支出調整勘定 △ 4,433,866

資金収入調整勘定 △ 474,773,854 翌年度繰越支払資金 973,120,981

前年度繰越支払資金 848,624,536

収入の部合計 1,640,171,710 支出の部合計 1,640,171,710

資　金　収　支　計　算　書

2019年度　2019/4/1～2020/3/31

決　　　算 決　　　算
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（単位　円）

科　　　目 科　　　目

学生生徒納付金 703,932,100 資産売却差額 12,269                           

手数料 4,488,000 その他の特別収入 0

寄付金 576,000 特別収入計 12,269                           

経常費等補助金 1,041,618 科　　　目

付随事業収入 28,108,989 資産処分差額 0

雑収入 4,803,213 その他の特別支出 0

教育活動収入計 742,949,920 特別支出計 0

科　　　目 決　　　算 特別収支差額 12,269                           

人件費 275,525,833

教育研究経費 249,814,770 基本金組入前当年度収支差額 77,693,366                      

（減価償却費） (48,021,209) 基本金組入額合計 △ 20,412,000                      

管理経費 149,590,759 当年度収支差額 57,281,366                      

（減価償却費） (1,404,922) 前年度繰越収支差額 2,986,481                       

徴収不能額等 0 基本金取崩額 1,533,010                       

教育活動支出計 674,931,362 翌年度繰越収支差額 61,800,857                      

教育活動収支差額 68,018,558

科　　　目 決　　　算 事業活動収入計 752,624,728                    

受取利息・配当金 9,662,539 事業活動支出計 674,931,362                    

その他の教育活動外収入 0

教育活動外収入計 9,662,539

科　　　目 決　　　算

借入金等利息 0

その他の教育活動外支出 0

教育活動外支出計 0

教育活動外収支差額 9,662,539

経常収支差額 77,681,097

事

業

活

動

支

出

の

部

教
育
活
動
外
収
支

事　業　活　動　収　支　計　算　書
2019年度　2019/4/1～2020/3/31

決　　　算
事

業

活

動

収

入

の

部

事

業

活

動

支

出

の

部

特
別
収
支

事

業

活

動

支

出

の

部

事

業

活

動

支

出

の

部

事

業

活

動

収

入

の

部

決　　　算

教
育
活
動
収
支

事

業

活

動

収

入

の

部

決　　　算
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（単位　円）

【資産の部】 【負債の部】

科　　　目 決　　算 科　　　　　　　　　　　　目 決　　算

固定資産 2,464,732,650 固定負債 60,358,670

有形固定資産 1,631,850,026 流動負債 516,094,374

特定資産 27,758,670 負債の部合計 576,453,044

その他の固定資産 805,123,954 【純資産の部】

流動資産 979,867,765
科　　　　　　　　　　　　目 決　　算

基本金 2,806,346,514

繰越収支差額 61,800,857

純資産の部合計 2,868,147,371

資産の部合計 3,444,600,415 負債の部及び純資産の部合計 3,444,600,415

貸　　借　　対　　照　　表

2019年度　2019/4/1～2020/3/31
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6 成績評価表（添付資料） 

レターグレードと評価区間、および評価基準表

評価基準
　A　(90点以上) 基本的な目標を十分に達成し、優秀な成績をおさめている

　B　(90点未満～75点以上) 基本的な目標を十分に達成している

　C　(75点未満～65点以上) 基本的な目標を達成している

　D　(65点未満～55点以上) 基本的な目標を最低限度達成している

　E　(55点未満) 基本的な目標を達成していないので再履修が必要である

学科別成績評価

　A　(90点以上)

　B　(90点未満～75点以上)

　C　(75点未満～65点以上)

　D　(65点未満～55点以上)

　E　(55点未満)

A

B

C (不合格)

D (不合格)

E (不合格)

A

B

C

D

E (不合格)

A

B

C

D (不合格)

E (不合格)

スーパー
デザイナー学科

ファッションクリエイター学科
ファッションビジネス学科

スタイリスト学科、スタイリストマスター学科

ブランド
マネージメント学科

 

 進級及び卒業の認定について 

・年間欠時数が年間授業時数の 4 分の 1 以上の者、もしくは不認定科目が 4 科目以上ある者は、判定会議の審議を経て留年とする 
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７ 2019 年度検定結果報告書 

2019年度　大阪文化服装学院　検定結果報告書

販売士 商品装飾展示検定 文章読解作成能力検定

　 第42回  第43回 第52回 　 第53回 第26回 冬季

1級 2級 3級 プレイヤー ジュニア ジュニア 3級 2級 3級 2級 3級 2級 3級 2級 3級 2級 3級 3級 2級 3級

9/28 6/22 9/14 ７/14 9/25 9/25 2/27
7/15　筆記

7/7or7/21　実技
7/20 7/20 12/14 12/14 6/29 11/16 1/18 8/29 11/10

実技 筆記 実技 筆記 実技

2018 21 11 10 59 48 27 43 68 32 17 1 81 1 1 4 98 / 2 6

2019 20 52 52 120 120 27 55 1 51 8 44 1 10 96 0 0 0 0 13 9 69 1

2018 18 11 9 57 44 27 40 67 32 17 1 73 1 1 4 81 / 2 4

2019 20 49 45 109 109 26 53 1 48 7 40 1 10 80 0 0 0 0 13 9 65 1

2018 9 10 9 48 44 17 24 65 20 8 1 70 0 0 3 40 / 0 2

2019 4 29 41 109 107 20 45 0 46 5 9 1 7 72 0 0 0 0 7 6 49 1

2018 42.9 90.9 90.0 81.4 91.7 63.0 55.8 95.6 62.5 47.0 100 86.4 0 0 75.0 40.8 / 0 33.3

2019 20 55.7 78.8 90.8 89.2 76.9 81.8 0 90 62.5 22.5 100 70 80 53.8 66.6 71 100

57.4 64.9 76.7 63.0 65.0 43.4 68.5 53.5 70.3 56.4 70.7 78

1 3 3 4 2

欠 4

席

理 1 2 1 2 4

由 1 1 1 1 8

1 1 1

0 3 7 1 2 0 3 1 5 0 0 16 0 0 0 0 0 0 4 0 0

体調不良

パターンメーキング技術検定 スタイリングMAP検定

全国平均合格率(%) 86.9

7

ＦＢ能力検定 ﾌｧｯｼｮﾝ色彩能力検定 色彩検定

その他

合計

勉強不足

寝坊

忌引き

退学希望

長期欠席

就職活動

合格率(%)

※申込者数に対す

る合格者

合格者(人)

受験者(人)

申込者(人)

Ｆ販能力検定

1

11

12/7

3級

1

2

 


